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令和３年度決算審査特別委員会（第３回） 

 

令和４年９月９日（金曜日）午前１０時００分開会   

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○付託案件 

 認定第１号 令和３年度七飯町一般会計歳入歳出決算認定について 

 認定第２号 令和３年度七飯町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 認定第３号 令和３年度七飯町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

 認定第４号 令和３年度七飯町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 認定第５号 令和３年度七飯町土地造成事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 認定第６号 令和３年度七飯町水道事業会計決算認定について 

 認定第７号 令和３年度七飯町下水道事業会計決算認定について 

 

 １．各課の聴取について 

 ２．その他 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席委員（１６名） 

  委 員 長   平 松 俊 一      副委員長   若 山 雅 行 

  委  員   横 田 有 一      委  員   池 田 誠 悦 

  委  員   田 村 敏 郎      委  員   稲 垣 明 美 

  委  員   畑 中 静 一      委  員   長谷川 生 人 

  委  員   上 野 武 彦      委  員   坂 本   繁 

  委  員   澤 出 明 宏      委  員   中 島 勝 也 

  委  員   川 村 主 税      委  員   江 口 勝 幸 

  委  員   川 上 弘 一      委  員   青 山 金 助 

   ────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

   ───────────────────────────────────────── 

○議長出席の有無    無 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席説明員（７名） 

   総 務 課 長           中 村 雄 司     財 政 課 長           青 山 栄久雄 

   情 報 防 災 課 長           庭 田 昌 輝     政 策 推 進 課 長           花 巻   亘 

   税 務 課 長           佐 藤 恵美子     会 計 課 長           関 口 順 子 

   議 会 事 務 局 長           広 部 美 幸 

   ───────────────────────────────────────── 

○本会議の書記 

   事 務 局 長           広 部 美 幸     書 記           山 本 翔 大 

   書 記           三 浦 蒼 生 
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午前１０時００分 開会 

○平松委員長 皆さん、おはようございます。 

ただいまより、令和３年度決算審査特別委員会第

３回目を開催いたします。 

 今日は、欠席の届出はありません。 

 令和３年度決算に関わる各課の聞き取りを行

いますので、よろしく御協力お願いいたしま

す。 

 追加資料については、担当課の聴取の前まで

に提出を依頼しておりますが、間に合わない場

合もあります。そのときには後日となりますの

で、よろしくお願いをいたします。 

 また、提出のあった資料については、議員と

しての守秘義務に関わる部分がありますので、

くれぐれも注意いただきますようお願いいたし

ます。 

 それでは、今後の審査方法について、事務局

長の説明を受けてから進めさせていただきま

す。 

 事務局長、審査方法についての説明をお願い

いたします。 

 事務局長。 

○広部議会事務局長 皆さん、おはようござい

ます。 

 本日からの決算審査特別委員会の審査をよろ

しくお願いいたします。 

 それでは、私のほうから、改めて審査方法に

ついて説明いたします。 

 審査に当たっては、課ごとに決算書及び提出

資料に基づいて説明いただき、質疑を行いま

す。 

 本日は、議会事務局、会計課、総務課、財政

課、情報防災課、政策推進課、税務課の予定で

す。 

 なお、決算審査特別委員会は、後日編集を行

い、録画映像をユーチューブ配信する会議と

なっておりますのでよろしくお願いいたしま

す。 

 簡単ですが、以上で説明を終わります。 

○平松委員長 ありがとうございます。 

 今、局長の説明がありましたけれども、何か質

問ございますか。大丈夫ですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 なければ、早速、審査を行いたい

と思います。 

 初めに、議会事務局の審査を行います。 

 なお、資料は事前に配付されておりますの

で、資料の事業決算の具体的な内容について

は、特段の説明がない限り、「記載のとおり」

でよろしいと思いますので、局長よろしくお願

いします。 

 それでは、議会事務局長、決算書及び提出資

料に基づき説明をお願いいたします。 

 事務局長。 

○広部議会事務局長 それでは、議会事務局所

管の令和３年度決算について、共通様式の説明

をいたします。 

 ナンバー１は、事業決算名、議会費です。当

初予算額１億５４３万６,０００円、補正予算額

は合計でマイナス７３９万６,０００円、予算現

額合計は９,８０４万円、支出済額は９,７５５

万５,６９４円、不用額は４８万４,３０６円、

執行率は９９.５％です。 

 事業決算の具体的な内容については、記載の

とおりでございます。例年と比べて特に変わっ

た項目はございません。 

 補正の減額は、議員の辞職に伴う報酬の減額

やコロナ禍により会議などが中止となったこと

による旅費の減額、交際費の減額が主な理由で

す。 

 次に、ナンバー２は、事業決算名、監査委員

費です。当初予算額１５５万８,０００円、補正

予算額は合計でマイナス５６万６,０００円、予

算現額合計は９９万２,０００円、支出済額は９

９万１,６８８円、不用額は３１２円、執行率は

１００％です。 

 事業決算の具体的な内容については、記載の

とおりでございます。例年と比べて特に変わっ

た項目はございません。 

 補正の減額は、コロナ禍により会議が中止と

なったことによる旅費と会議負担金の減額で

す。 

 議会事務局の提出資料は、以上となります。

よろしく御審議のほどお願いいたします。 
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○平松委員長 ありがとうございました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 なしということで、それでは質疑

を終わります。 

 以上で、議会事務局に対する審査を終了いたし

ます。 

 局長ありがとうございました。 

 次に、会計課の審査を行います。 

 会計課長、御苦労さまです。 

 資料の事業決算書の具体的な内容について

は、特段の説明がない限り、「記載のとおり」

でよろしいですので、御承知おきください。 

 それでは、決算書及び提出資料に基づき説明

をお願いいたします。 

 会計課長。 

○関口会計課長 おはようございます。 

 それでは、会計課の決算審査についてよろし

くお願いいたします。 

 会計課の提出資料は、共通様式のみになりま

す。お手元の決算書は、一般の６２ページから

６３ページとなります。 

 ２款総務費１項総務管理費４目会計管理費

で、事業名も同じく会計管理費となります。こ

の事業予算の目的は、税等の収入金の収納や支

払処理のための事務用消耗品等の購入、決算書

及び各種支払伝票等の印刷に充てる経費となり

ます。当初予算２４０万３,０００円、予算現額

も同額となり、支出済額は２２５万３,４６０

円、執行率９３.８％となります。 

 支出の具体的な内容は、右の欄に記載のとお

りです。 

 １１節役務費の不用額１４万９,４３５円の主

な理由としまして、令和３年度から指定金融機

関との協議により、公金出納取扱事務に要する

費用を負担することとなり、公金出納取扱手数

料が見込みよりも件数減になったことによる執

行残でございます。 

 また、需用費、消耗品費が予算不足のため、

役務費より４万９,０００円を流用しておりま

す。これは、支払口座情報を道南うみ街信金へ

引き継ぐため、パスワードボタンつきのセキュ

リティーＵＳＢメモリーを購入するためのもの

でございます。 

 説明は以上です。よろしく御審議のほどお願

い申し上げます。 

○平松委員長 ありがとうございました。 

 これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 すみません、課長、私のほうから

１点だけお聞きしたいことがあります。 

 いつも作っていただく決算書とか印刷物の単価

がもし分かるのでしたら、その年によってページ

数が違いますので、大きく差はないと思うのです

けれども、ちょっと教えていただければありがた

いです。印刷製本代の内訳ですね。 

 会計課長。 

○関口会計課長 令和２年度の決算書につきま

しては、１冊６,５７０円プラス税となっており

ます。 

 以上です。 

○平松委員長 ６,５７０円、１冊ね。ありがとう

ございました。 

 ほかに御質問がなければ、終わりたいと思いま

す。よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 以上で会計課に対する審査は終了

いたします。 

 会計課長、御苦労さまでした。 

 暫時休憩いたします。 

午前１０時１０分 休憩 

───────────── 

午前１０時１２分 再開 

○平松委員長 休憩前に引き続き、再開をいた

します。 

 次に、総務課の審査を行います。 

 総務課長、御苦労さまです。 

 資料の事業決算の具体的な内容については、

特段の説明がない限り、「記載のとおり」でよ

ろしいので、御承知おきください。 

 それでは、決算書及び提出資料に基づき説明

をお願いいたします。 

 総務課長。 

○中村総務課長 おはようございます。 
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 それでは、総務課から資料の説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 最初に、共通様式ナンバー１、決算書のペー

ジは５４ページから５５ページで、事業名は一

般管理費（総務行政）となります。当初予算額

１,３３７万５,０００円から２２７万７,０００

円を減額し、予算現額１,１０９万８,０００円

に対し、９９９万２,３１４円を支出しておりま

す。不用額は１１０万５,６８６円で、執行率は

９０.０４％となっております。 

 事業の説明となりますが、目的、節の執行済

額、不用額等は記載のとおりでございます。役

務費の予算不足によりまして２万８,０００円の

流用がありますが、これは函館新聞創刊２５周

年広告といたしまして函館新聞の広告について

管内市町が全て掲載するとのことで２万７,５０

０円を支出したことによるものでございます。 

 次に、ナンバー２でございます。決算書の

ページは５６から５７ページで、事業名は一般

管理費（臨時交付金事業）となりますが、当初

予算額はありませんが、４０７万円を増額し、

予算現額４０７万円に対し、４０７万円を支出

しております。不用額はなく、執行率は１００

％となっております。 

 事業の説明となりますが、記載のとおりでご

ざいます。新型コロナウイルス感染対応地方創

生臨時交付金を活用しまして、行政手続整備支

援業務を委託する事業でございます。予算どお

りの執行となってございます。 

 次に、共通様式ナンバー３、決算書のページ

は５６から５７ページで、事業名は平和事業費

となります。当初予算額８万円から６万１,００

０円を減額し、予算現額１万９,０００円に対

し、１万８,５００円を支出しております。令和

３年度は、令和２年度と同様に新型コロナウイ

ルス感染症の影響により広島への平和大使派遣

事業を中止しまして、また、平和祈念祭も来

賓、参列者を集めないで自由参拝などの簡素な

内容となっているところでございます。 

 次に、共通様式ナンバー４でございますが、

決算書のページは５６から５７ページで、事業

名は表彰事業費となります。当初予算額は１０

３万３,０００円から１万円を減額し、予算現額

１０２万３,０００円に対し、８５万２５４円を

支出しております。執行率は８３.１１％となっ

ております。 

 令和３年度の功労者表彰は、表彰状、感謝

状、スポーツ栄誉賞、文化栄誉賞など、個人及

び団体で３６件を表彰、加えて文化功労賞の受

賞者は久保田隆博氏でございました。 

 次に、共通様式ナンバー５、決算書のページ

は５６から５７ページで、事業名は一般管理費

（人事行政）となりますが、当初予算額４０２

万３,０００円から７万９,０００円を減額し、

予算現額３９４万４,０００円に対し、３９２万

１,０４３円を支出しております。執行率は９

９.４２％となっております。 

 一般管理費（人事行政）は、主に職員厚生に

係る経費、人事評価制度の運営支援業務に係る

経費が主な支出となります。ほぼ予算どおりの

執行でございます。 

 次に、ナンバー６、決算書のページは５８か

ら６１ページで、事業名は町長公用車管理費と

なりますが、当初予算額５５万５,０００円から

１４万円を減額し、予算現額４１万５,０００円

に対し、２２万４,３３０円を支出しておりま

す。執行率は５４.０６％となっております。 

 不用額が１９万６７０円となりますが、これ

はコロナの影響もあり、町長が出席する会議等

が中止となるなど、外出機会が少なくなり、例

年よりガソリン使用料の減少によります。ま

た、公用車が高年式となりつつあり、突発的な

故障への対応として一定程度の予算を留保する

必要があり、整理予算での減額を控えさせてい

ただきました。故障もなく、予算執行できたと

ころでございます。 

 流用につきましては、公用車搭乗者傷害保険

料が前年度と比較し７８０円値上げに対応した

ものでございます。 

 次に、共通様式ナンバー７、決算書のページ

は６２から６５ページで、事業名は庁舎管理費

となりますが、当初予算額５,４３９万５,００

０円に３８万２,０００円を増額し、予算現額

５,４７７万７,０００円に対し、５,３１６万
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８,９８５円を支出しております。不用額は１６

０万８,０１５円で、執行率は９７.０６％と

なっております。不用額が１６０万８,０１５円

とありますが、これは例年よりも庁舎燃料費の

支出が少なかったことによるものでございま

す。 

 次に、ナンバー８、決算書のページは６４か

ら６５ページで、事業名は庁舎管理費（臨時交

付金事業）となります。当初予算額はありませ

んが、６６２万２,０００円を増額し、予算現額

６６２万２,０００円に対し、６６２万２,００

０円を支出しており、執行率は１００％となっ

ております。 

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金を活用しまして、役場庁舎のトイレのう

ち、和式を洋式に合計８か所を改修する工事で

ございます。 

 次に、ナンバー９、決算書のページは８４か

ら８５ページで、事業名は選挙管理委員会費と

なりますが、当初予算額８２万１,０００円から

２１万１,０００円を減額し、予算現額６１万円

に対し、５９万２,１６７円を支出しておりま

す。執行率は９７.０８％となっております。 

 令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の

影響により定期総会や各種研修会が中止となり

ました。 

 なお、選挙管理委員会委員長が令和３年９月

１日付で変更しており、退職と就任、いずれも

９月１日付であり、１日分の費用について条例

の規定により、日割計算により対応したもので

ございます。 

 続いて、共通様式ナンバー１０、決算書の

ページは８４から８７ページで、事業名は衆議

院議員総選挙執行費となります。当初予算額２,

０６８万９,０００円から１４４万１,０００円

を減額し、予算現額１,９２４万８,０００円に

対しまして、１,９２０万２,６２９円を支出し

ております。執行率は９９.７６％となってお

り、１０月３１日執行の衆議院議員総選挙に要

する費用となっております。 

 次に、共通様式ナンバー１１、決算書のペー

ジは８６から８９ページで、事業名は町長・町

議会議員補欠選挙執行費となりますが、当初予

算額はございませんでしたが、２,０４５万８,

０００円を増額し、予算現額２,０４５万８,０

００円に対しまして、１,５６１万３,３８１円

を支出しております。執行率は７６.３２％と

なっており、３月２７日執行の町長・町議会議

員補欠選挙に要する費用となっております。 

 不用額がございますが、かかる費用の支払い

の多くは４月以降になることから、３月中に補

正予算により減額することが困難であり、やむ

を得ない状況にあったというところでございま

す。 

 ナンバー１２、決算書のページは２３６ペー

ジから２３７ページで、事業名は職員給与費と

なりますが、当初予算額１２億７,３４８万７,

０００円から４,９１８万円を減額し、予算現額

１２億２,４３０万７,０００円に対し、１２億

１,１７３万８,９９０円を支出しております。

不用額は１,２５６万８,０１０円で、執行率は

９８.９７％となっております。 

 職員給与費は、一般会計に属する職員、特別

職、一般職、再任用職員の人件費を支給する事

業で、主に給料、職員手当、共済費が支出の主

なものとなります。 

 不用額は多少ございますが、ほぼ予算どおり

の執行となってございます。 

 次に、ナンバー１３、決算書のページは２３

６から２３９ページで、事業名は会計年度任用

職員給与費となりますが、当初予算額２億３,７

７２万３,０００円から２,４０９万６,０００円

を減額し、予算現額２億１,３６２万７,０００

円に対しまして、２億９８３万２０円を支出し

ております。不用額は３７９万６,９８０円で、

執行率は９８.２２％となってございます。 

 会計年度任用職員給与費は、以前は臨時職員

として雇用されていた職員を会計年度任用職員

に改め任用形態としており、賃金から報酬、ま

たは給料として支給するものとなっておりま

す。 

 次に、ナンバー１４、決算書のページは２３

８から２３９ページで、事業名は会計年度任用

職員給与費（臨時交付金事業）となりますが、
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当初予算額はございませんが、５５４万円を増

額し、予算現額５５４万円に対し、５５３万７,

８７４円を支出しております。不用額は２,１２

６円で、執行率は９９.９６％となっておりま

す。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により解雇

または離職された方を会計年度任用職員として

採用するため、別枠で随時採用の上、５名の雇

用を行ったところでございます。 

 次に、ナンバー１５、決算書のページは２３

８から２３９ページで、事業名は職員諸費とな

ります。当初予算額は７万２,０００円から１万

１,０００円を減額し、予算現額６万１,０００

円に対しまして、６万３００円を支出しており

ます。執行率は９８.８５％となってございま

す。 

 職員諸費は、主に職員の永年勤続表彰３０年

を計上している事業となります。 

 次に、共通様式ナンバー１６、決算書のペー

ジは２３８から２３９ページで、事業名は職員

研修費となりますが、当初予算額１５６万６,０

００円から１４７万３,０００円を減額し、予算

現額９万３,０００円に対しまして、９万１,８

６３円を支出しております。執行率は９８.７％

でございます。 

 職員研修費は、職員の能力開発及び向上を図

ることを目的に毎年職員研修計画を定めまし

て、それぞれの区分に応じた研修に職員を参加

させておりましたが、令和３年度は新型コロナ

ウイルスのまん延防止の観点から、遠方で行わ

れる研修参加を控えまして、渡島管内での研修

の参加にとどめ、３月の補正予算で９３万９,０

００円を減額しているところでございます。 

 次に、共通様式ナンバー１７、決算書のペー

ジは２４０から２４１ページで、事業名は職員

厚生費となります。当初予算額３３９万７,００

０円から５５万２,０００円を減額し、予算現額

２８４万５,０００円に対し、２７３万２,９８

４円を支出しております。執行率は９６.０６％

となっております。 

 職員諸費は、主に職員の健康管理に要する経

費を計上しているところでございます。 

 共通様式の説明は、以上でございます。 

 別途、様式の１から別途の様式については該

当がなかったので、今回は説明を省かせていた

だきます。 

 また、お手元に、本日お配りさせていただい

た資料の中で、七飯町職員安全衛生委員会の開

催状況一覧ということで提出させていただきま

したので、こちらの資料につきまして説明をさ

せていただきます。 

 まず、３年分の議事録の内容でございます

が、開催状況の部分について、説明を上のほう

からさせていただきます。 

 令和元年度につきましては、６月６日に開催

してございまして、会議事項といたしまして

は、平成３０年のストレスチェックの実施結

果、また令和元年のストレスチェックの実施に

ついてを議題としております。 

 また、受動喫煙対策についても会議を開催し

てございましたが、議事録の内容を精査したと

ころ、データもなく、実は音声データもなく、

議事録がなかったというところでございまし

た。この部分については、反省するところでご

ざいまして、会議を開く際には、議事録の整備

を今後進めていきたいというふうに思ってござ

います。 

 続いて、令和２年度につきましては、安全衛

生委員会の開催ということがされてございませ

んでした。この部分につきましては、昨年度も

決算審査の中で決算不認定になるような大きな

要因でございましたので、この部分について

は、町としても真摯に受け止め、職員の安全衛

生について、今後定期的な安全衛生委員会を開

催していくということで、町全体として進める

というところで行ったところでございます。 

 その後、令和３年度でございますが、令和３

年１１月１８日に七飯町職員安全衛生委員会を

開催させていただきました。議事録につきまし

ては、閲覧ということでお願いしたいというふ

うに思ってございますが、令和３年１１月１８

日に安全衛生委員会を立ち上げました。その際

に、総括安全衛生管理者であります宮田から挨

拶をいただきましたが、会議の冒頭、挨拶の趣
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旨といたしましては、９月で安全衛生委員会が

開催されていないため、決算不認定となった

と。職員の皆様から意見をもらって職場の環境

を改善していきたいということでの挨拶があっ

たほか、また月１回の開催というのはなかなか

難しいというのがございますが、定期的に会議

を行い意見をいただきたいということで、会議

をスタートさせていただいたところでございま

す。 

 次に、令和３年１２月２７日の開催は、労働

災害の関係で開催してございました。定期的な

開催というところで、令和４年１月３１日にも

開催予定していたところなのですが、現実的に

は１月２７日から３月２１日にまん延防止等重

点措置期間により、対面での会議というのがな

かなか困難で、書面会議により実施いたしまし

た。 

 続いて、２月２８日も同様に、書面会議によ

り実施いたしました。 

 続いて３月２８日ですが、開催予定ではあっ

たのですが、選挙事務の残務整理もあり、未開

催となりました。 

 ただ、別途３月２８日には３役部課長会議が

ございまして、次の２点について、各管理職と

情報共有を図ったところでございます。内容と

いたしましては、超過勤務命令の上限時間等の

設定によりまして、職員の健康管理に一層努め

ていこうという話と、３６協定の締結というと

ころを３月３１日に締結するということで、時

間を遵守するよう特に注意を願うということ

で、部課長会議において情報共有をしたところ

でございます。 

 参考まででございますが、令和４年度につき

まして、４月２８日を皮切りに毎月末の月曜日

に開催することを基本に定期的に実施し、議事

録も作成しながら、安全衛生に努めていきたい

という考えで現在に至っているところでござい

ます。 

 資料につきましては、以上でございます。御

審議のほどよろしくお願いいたします。 

○平松委員長 ありがとうございます。 

 これより、質疑を行います。 

 上野委員。 

○上野委員 では、３点ほどお伺いします。 

 まず最初に、ナンバー５で、人事評価運営支

援の委託だということなのですけれども、人事

評価をするに当たって、委託をしなければなら

ないような状況について、ちょっと説明をお伺

いしたいと。 

 それから、２点目なのですけれども、ナン

バー７、まず減額をしていますよね。４９１万

８,０００円当初予算を減額して、さらに不用額

を１,２５６万円も発生させているということな

のですが、この辺についての説明をお願いした

い。 

○平松委員長 上野委員、ナンバー７と言いまし

たけれども、数字が違いますけれども。 

○上野委員 ナンバー１２ですね、すみませ

ん。 

 ４,９１８万円当初予算を減額して、さらに不

用額を１,２５６万円発生させたということなの

で、この辺についての少し説明をお願いしたい

なということです。 

 それから、ナンバー１３に行きます。これは

再任用職員の件なのですけれども、この件に関

しても、２,４０９万円当初の減額処理をして、

さらに不用額を３７９万円発生させていると。

これについての分かるような説明をお願いした

いということです。 

 よろしくお願いします。 

○平松委員長 総務課長。 

○中村総務課長 それでは、３点御質問ありま

した。お答えさせていただきます。 

 まず、ナンバー５の人事評価のことでもう少

し説明させていただきたいのですけれども、人

事評価の運営支援業務といたしましては、２３

１万円の支出をしてございます。管理職が部下

を評価するといった仕組みでございます。実

際、評価するときというのは、やはりシステム

上で管理をしてございまして、端的に言います

と、システムを使うための委託の費用となって

ございます。また、システムを使うに当たって

も、なかなかすぐ使いにくいというところも、

使いにくいといいますか操作方法を覚えるだと
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かといった部分もあって、新規採用職員の方々

が自分の業務内容を入力する際にも、それをサ

ポートする上で業者が研修会を開催するなどし

てございます。そういった部分の経費として

入ってございまして、いるというような内容で

ございます。 

 続いて、ナンバー１２とナンバー１３の不用

額の発生でございますが、本来であれば、３月

の段階でできるだけ整理予算ということで整理

したいというのは、私どもも思っているところ

でございます。ただ、年度末に限って、業務が

増える場合だとかもあって、なかなか減額をす

るという場合に、実際足りなかった場合、予備

費対応だとかということも考えられますので、

一定程度柔軟に対応できるような予算を確保し

た上で執行しているというところでございま

す。 

 現実的には、私、昔、担当でやっていたとき

に、ここの部分を大分減額をさせていただいた

ときに、結果として、時間外手当を足りなくし

てしまったという経緯もあって、その際予備費

で対応させてもらったこともありましたので、

そういったことがないように、一定程度流用さ

せていただいているというところでございま

す。 

 以上でございます。 

○平松委員長 上野委員。 

○上野委員 当初予算を多めに見積もって予算

を組んでいるということなのですが、それにし

ても、それが途中で大幅な減額補正をして、さ

らに不用額をかなりの金額で発生させている

と。これについては、十分納得のいくような説

明でないのですけれども、その辺についてもう

少し、例えばナンバー１２、１,２５６万円の不

用額を発生させているわけですけれども、そう

いったことになった主な理由といいますか、が

あるのかどうか、もう一度お願いしたいなと思

います。 

○平松委員長 総務課長。 

○中村総務課長 答弁につきましては、先ほど

の答えを同じになりますけれども、３月末とい

う業務が大分膨らむ時期もあって、なかなか見

通せないというような状況もございます。 

 例えば、選挙事務だとかコロナの事業だとか

とは別立てをされておりますので、そういった

部分については、予算のほうも確認はできます

が、この項目につきましては、広く職員を対象

としておりますので、全体的に多忙となるよう

な場合には、全体的に時間外手当などが上がっ

てくるということもございますので、一定程度

余裕を持ったというところでできればいいのか

なと思ってございます。 

 結果といたしましては、３月に整理予算とし

て５,３６６万９,０００円を減額させてもらっ

たのですが、今思えば、もう少し減額をできた

のかなというようなところもございますので、

やはり３月の整理予算の段階でもう少し精査を

した中で、できるだけの執行率を上げていくよ

うなことは今後も進めていきたいと思ってござ

いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○平松委員長 よろしいですか。 

 ほかに御質問ありますか。 

 副委員長。 

○若山副委員長 それでは、今、上野委員が言っ

たところも含めてあったのですけれども、２点ほ

どちょっと確認させてください。 

 まず、ナンバー１６のところで、職員研修費が

中止になったので、ほぼ全額減額した上で執行も

何もないのですけれども、職員のスキルアップを

図るためとあるのですけれども、この研修という

のは、中止になって、もう要らないよということ

なのか、そもそもなくてもいいものなのか。これ

に代わる代替のものだとか、翌年度に対象人員を

また研修に行かせるとか、その辺の配慮とか何か

そういうものを研修の代替というか、研修がもし

どうしても必要なものであるとすれば、中止に

なったものをどういうふうにやろうとしているの

かというところと。 

 ナンバー１７のところで、産業医報酬とか載っ

ていて、産業医の業務の内容というのですか、コ

ロナが増えたりして、その辺のところはどうなの

かなというのと、この金額ではちょっと安くない

だろうかと。もう少し上げるというか、どの程度
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の頻度であれするのか。顧問料として何かあった

ときに聞くというようなものなのか、それとも何

かあれなのかというようなところの考え方を、報

酬の考え方ですね、そこのところをちょっと教え

ていただきたい。 

 それと、資料要求した、安全衛生委員会開催状

況一覧ということで、七飯町職員安全衛生管理規

則というのがあって、そもそも労働安全衛生法に

定めるものをやるという前提で進めていて、七飯

町が職員のために独自に何かやるということでは

なくて、法律にこういう定めがあってやるという

ような流れになっているのですけれども、昨年度

の決算特別審査委員会で指摘された内容が、若干

改善されているということなのですけれども、特

別委員会は９月ですよね。１０月にすぐ開催して

いない、あるいは９月中の開催がないということ

に対しての、ちょっとなぜなのかということと、

そもそも安全衛生委員会に対して嘱託医が入って

いなければいけないのではないかと。嘱託医も衛

生委員に任命されるようなことになりますので、

嘱託医がこの会議に入っていないというのは、法

律上の要件を満たしていないのではないかなとい

うのがあるのと、毎月開催が大変であれば、法律

が改正されて、所定の要件を満たせば２か月とか

３か月に１回とかというものでも可能なので、そ

の辺の規定の見直しとか、そいうことをする予定

がないのかどうか。 

 それと、統括安全衛生管理者は、総務部長が

なって副町長があれなのですけれども、今度は総

務課長が統括安全衛生管理者ということで、いい

のかどうかというのと、毎月開催すべきところ

を、令和３年度のものについても、３月２８日と

いうか３月分は開催できませんでしたとなってい

て、これは必ず開催しなければいけない内容のも

のなので、規定に原則１か月開催、毎月１回以上

委員長が招集、開催するとなっているので、その

辺のあれがあれであれば規則の見直しするとか、

その辺の考え方はどうなのか、ちょっとお願いし

ます。 

○平松委員長 総務課長。 

○中村総務課長 まず１点目です。職員研修の

関係でございますが、コロナの影響もありまし

て、遠方の会議には出席ができませんでした。

ただ遠方の会議だけできなかったということ

で、ただ管内の会議のほうにはできるだけ出席

をするということで、新規採用職員の研修です

とかタイムマネジメントの研修だとか、北斗だ

とか函館とかで実施する研修のほうには参加さ

せていただき、またオンラインの研修なんかも

ございまして、特に地域公共交通の関係という

のが、北海道内だけでの研修だけではちょっと

難しいというところで、東京が主体のオンライ

ン研修なんかにも参加したというところでござ

います。合わせて１１名参加してございました

が、ただ、遠方で行われている会議に出席を予

定するような職員については、令和３年度には

機会というのをなかなか与えることができな

かったというところで、この部分については、

令和４年度でできるだけできるような形での研

修計画を策定しながら実施しているというとこ

ろで、去年出られなかったから、それで終わり

ですということではなくて、次年度に繰り延べ

して対応させていただいているというところで

ございます。 

 次に、職員厚生の１７で、産業医の部分のこ

とでございます。ここの部分の産業医の報酬に

つきまして、報酬料が安いのではないのかとい

うようなお話がございました。業務の内容とい

たしましては、例えば健診などで、例えばスト

レスチェックなどがあって、高ストレスな状況

があるということで職員が悩んだといったとき

に、仮に町のほうに相談があれば、産業医のほ

うに相談していただくような流れの中、そう

いった意味では、顧問料というようなところが

近いのかなというふうに思ってございます。そ

ういった部分での費用ということで、御理解い

ただきたいというふうに思います。 

 続いて、別添資料でお配りさせていただいた

部分での答弁についてさせていただきます。 

 まず、９月、１０月と末にできたのではない

かということもございます。早急にできるだけ

頑張って進めようといった中での準備を進める

期間もございまして、できるだけ早く進めたい

というところでの１１月１８日になってしまっ



－ 10 － 

たというところでございますので、御理解のほ

どをよろしくお願いいたします。 

 町といたしましても、この部分については真

摯に受け止めて、なかなか短期間で対応できる

のは難しいのですが、長期間を見据えた中で実

際に取り組む内容でございますので、進めてい

きたいというところでございます。また、内容

といたしまして、構成メンバーでございます

が、法的に足りない部分があるのではなかろう

かというような御指摘もございました。何分委

員の構成ですとか、例えば委員会の開催の流れ

なども、まだまだ不十分で未成熟なところもご

ざいますので、そういった部分は今後も見直し

を図りながら、会議自体での職員と理事者側ま

た組合等もございますが、そういった意見が出

し合えるような環境の場をつくっていけること

が重要かなというふうに思ってございます。 

 あと、それに関連して、規則の改正でござい

ますが、まず規則につきましては、法律を根拠

としてございます。例えば１か月が難しいので

あれば３か月に一度だとかというような御助言

だとかもございましたが、町の安全衛生委員会

の開催としては、やはり職員と理事者側との問

題共有だとかといったことを主眼に置いて、そ

れが規則改正によることが重要であれば柔軟に

対応していくことが好ましいのではないかなと

いうふうに思ってございますので、そういった

形で進めていければなと思います。 

 あと、今の統括でございますが、昨年までは

総務部長であります宮田がなってございます

が、令和４年度につきましては、部長制がなく

なってございます。その後、副町長が統括に

なってございます。ですので、そういったとこ

ろでなってございますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 以上でございます。 

○平松委員長 副委員長。 

○若山副委員長 研修の件については、中止に

なった分について遜色ないようにその後フォロー

するということなので、それでいいなと思うので

すけれども。 

 安全衛生委員会について、嘱託医を加える必要

があるのではないかなと思っていて、議事録とか

出してもらって、出席者とか参加者とかあれして

いたのですけれども、その辺については認識はど

うなのでしょうか。必ずしも全員参加しなくても

いいのだけれども、嘱託医が入っていろいろ問題

についてどうこうするとか、嘱託医のほうからこ

ういう知識がどうだとか、何かそいう情報提供も

あったりするような場なので、だけれども、組合

とか何とかの団交とかとは違うので、何もなけれ

ば特に何もないということで、会議をしたという

ことで、何もありませんでしたということで別に

構わない。だけれども、何か過労だとか長時間労

働だとか、そういういろいろな問題が出たとき

に、こういう委員会でどのような話をされたかと

いうのは、後で見て、そういうものにきちっと注

意をしていたかどうかというのは、町側のきちっ

とやっていましたということを守るものなので、

そういう意味では、きちっとやれるような体制を

つくっていただきたいと思うので、その辺のとこ

ろをもう一度お願いしたいなと思うのですけれど

も。 

○平松委員長 総務課長。 

○中村総務課長 ただいまの嘱託医のことでご

ざいますが、委員の構成という部分もございま

すが、現実的には、本当に職場環境でこういっ

たことが起きているだとかということで助言を

いただける方でやはり嘱託医でございます。そ

ういった方々から意見をいただくということは

大変重要なことだと思っておりますので、そう

いった意見を反映できるような仕組みというの

は重要と思ってございます。例えばですが、会

議開催経過などを産業医に一応見てもらって、

もうちょっとこうしたほうがいいのではないで

すかというような意見をいただくようなこと

は、今後も考えていきたいというふうに思って

ございますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○平松委員長 ほかに御質問はないですか。 

 すみません、最後に課長、１点だけお聞きした

いのですけれども、今の資料の中で、コロナに

よって書面会議を開いたというのが２回ありまし

たね。この書面会議というのは、ズームとかそう
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いうのではなくて、どういうやり方をしたのか、

ちょっとだけ教えてください。 

 総務課長。 

○中村総務課長 書面会議のやり方ですけれど

も、端的に言いますと、総務課のほうの人事係

のほうで書類を作成させていただきまして、こ

ういった資料を提出させていただいて、こう

いったことを今後やっていきたいということも

併せて記した書類をメールにて送らせていただ

いております。それで、意見をいただきたいと

いうことで進めさせていただきました。 

 現実的には、書面会議というのは、やはり意

見がなかなか出にくいというところもあって、

まず１月の段階の書類を後から見たところでい

うと、なかなかちょっとなじまないのではない

かなというような雰囲気のものも読み取れまし

た。次の２月の段階でいうと、意見もなかなか

出てこないので、活発的な意見を行うような場

にはなかなか書面会議はなじまないというよう

なことも見えて、対面がやはりベストだという

ことで思っているところでございます。もしか

すると、委員長言うとおりオンラインというや

り方もあるのかもしれませんが、オンラインで

準備をするくらいだったら、役場であれば、離

れた環境の中でやるほうが対面ではできるのか

なというふうに思ってございます。 

 いずれにしても、書面会議のやり方について

は安全衛生委員会はあまりなじまないというふ

うに思ったところでございます。 

 以上でございます。 

○平松委員長 ありがとうございます。 

 ほかに御質問は。 

 副委員長。 

○若山副委員長 すみません。先ほどまとめてあ

れすればよかったのですけれども。 

 安全衛生委員会が開催されて、法律上はそこで

決まった要旨というのですか、働いている人たち

にフィードバックするようなことも必要に応じて

という形なので、必ずしもないのですけれども、

これだけ開かれたそういうものの内容について、

職員のほうにどのようにフィードバックしている

のかだけ、最後にちょっとお願いします。 

○平松委員長 総務課長。 

○中村総務課長 職員にフィードバックという

お話がありました。まず、今回、安全衛生員会

の取組を始めた中で、私も勉強させていただい

た内容といたしましては、議事録を作成すると

いうこともそうですし、月１回、安全衛生につ

いて話し合おうという話もあって、話し合った

結果について職員に示すということが重要だと

いうことを今回私も勉強しまして、その部分に

ついて現実のところを言いますと、職員労働組

合のほうからも情報周知をしてくださいという

ような話はしてございますが、なかなかそこま

で教宣紙だとかというのは、周知されていない

というところがございます。 

 町といたしましては、安全衛生委員会を所管

しているのは七飯町のほうで行ってございます

ので、事務局であります私のほうでは、現実的

にはまだあまり周知はされておりませんので、

職員が目につくような掲示板等で今後お知らせ

していくことが重要ではなかろうかというふう

に思ってございますので、事務改善等を進めて

いければなというふうに思ってございます。 

 以上でございます。 

○平松委員長 ありがとうございます。 

 ほかに御質問ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 それでは、総務課に対する質疑を

終わります。 

 ありがとうございました。 

 ちょっと早いですけれども、１１時５分まで

暫時休憩を……。（発言する者あり） 

 横田委員。 

○横田委員 今、副委員長が１回終わってから

また質問したというのがあるのですけれども、

今までの通例でいけば、１回やって、きちっと

そこであとありませんねと言って終わるという

のが通例になっているのですよね。 

 またああやって違う質問が出てから、今度、

委員長がやった後に、また出るという、そうい

うのをないようにしてくださいよ。それは、委

員長のさばきだと思いますよ。 

○平松委員長 分かりました。 
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○横田委員 お願いします。 

○平松委員長 失礼いたしました。 

 暫時休憩をいたします。 

 １１時１０分までにいたします。 

午前１０時５５分 休憩 

───────────── 

午前１１時０７分 再開 

○平松委員長 再開をいたします。 

 次に、財政課の審査を行います。 

 財政課長、御苦労さまです。 

 資料の事業決算書の具体的な内容について

は、特段の説明がない限り、「記載のとおり」

でよろしいですので、そのようにお取り計らい

ください。 

 それでは、決算書及び提出資料に基づき説明

をお願いいたします。 

 財政課長。 

○青山財政課長 それでは次に、財政課が執行

しました令和３年度の決算の内容について御説

明いたします。 

 財政課が提出した資料は、決算要求資料の共

通様式と様式２の予算流用及び予備費充用の状

況となりますので、その内容の審査についてよ

ろしくお願いいたします。 

 最初に、決算審査要求資料の共通様式から御

説明いたします。 

 初めに、共通様式ナンバー１、決算書のペー

ジは５６ページから５９ページで、事業名は一

般管理費（共通経費）となりますが、当初予算

額は２,１４８万円で、補正予算額、前年度から

の繰越額及び流充用額はなく、予算現額２,１４

８万円に対し、１,９８６万９,２４６円を支出

しております。不用額は１６１万７５４円で、

執行率は９２.５０％となっております。 

 一般管理費（共通経費）は、主に庁内共通物

品等の管理、郵便料及び電話料など、事務的経

費が主な支出となりますが、令和３年度は、郵

便料の不用額が約１５０万円程度発生しました

ので、令和４年度は、執行状況を注視し不用額

の発生を少しでも抑えていきたいと考えている

ところであります。 

 次に、共通様式ナンバー２、決算書のページ

は６０ページから６３ページで、事業名は財政

管理費となりますが、当初予算額６９８万６,０

００円に４億４,３３５万６,０００円を追加

し、予算現額４億５,０３４万２,０００円に対

し、４億５,０２９万７,４９５円を支出してお

ります。不用額は４万４,５０５円で、執行率は

ほぼ１００％となっております。 

 財政管理費は、財政運営に関わる経費及び基

金への積立てを主に行う事業となりますが、財

政管理費で管理する基金の積立金は、令和３年

度決算額で４億４,３９５万２,０００円と、前

年度と比較して３億７,１９５万２,０００円と

大幅に増加しております。増加の主な要因とし

ましては、地方交付税の追加交付等により積立

てができたもので、この結果、出納閉鎖期日で

ある令和４年５月３１日現在の基金残高は、前

年度と比較して４億４,７７４万円増加し、１７

億６,９９３万円となっております。 

 次に、共通様式ナンバー３、決算書のページ

は６２ページから６３ページで、事業名は財産

管理費となりますが、当初予算額１６４万４,０

００に８９万６,０００円を追加し、予算現額２

５４万円に対し、２４７万６,０８２円を支出し

ております。不用額は６万３,９１８円で、執行

率は９７.４８％となっております。 

 財産管理費は、普通財産を適切に管理するた

めの経費となりますが、令和３年度は、事業の

財源に充当している温泉使用料がコロナ禍の影

響により利用者である鶴雅観光開発株式会社が

緊急事態措置により休業を余儀なくされました

ので、休業分に係る温泉使用料約１３万円を減

免しております。 

 次に、共通様式ナンバー４、決算書のページ

は７８ページから７９ページで、事業名は地域

センター管理費となりますが、当初予算額４１

６万７,０００円に３３万円を追加し、予算現額

４４９万７,０００円に対し、４２２万１,７８

９円を支出しております。不用額は２７万５,２

１１円で、執行率は９３.８８％となっておりま

す。 

 地域センター管理費は、本町地区、鶴野地

区、大中山地区にある３施設の地域センター管
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理費で、それぞれの施設には、社会福祉協議

会、シルバー人材センター、連合北海道七飯地

区連合会が貸室として入居しております。 

 次に、共通様式ナンバー５、決算書のページ

は９８ページから９９ページで、事業名は福祉

基金費となりますが、この事業は、福祉基金へ

の積立てを行う事業となり、令和３年度の運用

利息収入８万３,７０９円を財源に１００万円の

積立てを行っております。令和３年度の基金取

崩し、基金繰入金はなく、令和４年５月３１日

現在の基金残高は９,６００万円で、前年度より

１００万円増加しております。 

 次に、共通様式ナンバー６、決算書のページ

は１３２ページから１３３ページで、事業名は

環境保全事業推進基金費となりますが、この事

業は環境保全事業推進基金への積立てを行う事

業となり、令和３年度の運用利息収入５万８,７

５１円を財源に５８万４,０００円の積立てを

行っております。令和３年度の基金取崩しはな

く、令和４年５月３１日現在の基金残高は６,７

００万円となり、前年度と比較して５８万４,０

００円増加しております。 

 次に、共通様式ナンバー７、決算書のページ

は１５６ページから１５７ページで、事業名は

森林環境譲与税基金費となりますが、この事業

は森林環境譲与税基金への積立てを行う事業と

なり、令和３年度の運用利息収入９６９円の積

立てを行っております。令和３年度は基金を活

用し、仁山地区の滝ノ沢林道用地取得のほか、

森林経営管理委託事業等の財源に基金から６７

８万９,２４２円を取り崩しており、令和４年５

月３１日現在の基金残高は４９３万３,４３８円

で、前年度と比較して６７８万８,２７３円減少

しております。 

 次に、共通様式ナンバー８、決算書のページ

は２０８ページから２０９ページで、事業名は

社会教育施設整備基金費となりますが、この事

業は社会教育施設整備基金への積立てを行う事

業となり、令和３年度の運用利息収入１２万３,

８２７円を財源に９００万円の積立てを行って

おります。令和３年度の基金取崩しはなく、令

和４年５月３１日現在の基金残高は１億５,００

０万円で、前年度より９００万円増加しており

ます。 

 社会教育施設整備基金については、今後の施

設整備の予定もあることから、各年度の財政状

況により基金の積み増しを行っていく考えであ

ります。 

 次に、共通様式ナンバー９、決算書のページ

は２３４ページから２３５ページで、事業名は

一般会計町債償還費（元金）となりますが、当

初予算額１２億４,４６１万４,０００円に１億

３,６６７万５,０００円を追加し、予算現額１

３億８,１２８万９,０００円に対し、１３億８,

１２８万８,５５６円を支出しております。不用

額は４４４円で、執行率はほぼ１００％となり

ます。 

 令和３年度の元金償還金は、通常償還が前年

度と比較して４０２万５,４７１円減少し、１２

億４,１７８万６,５５６円となったほか、令和

３年度の普通交付税の追加交付等を活用して、

残債が１から２年程度で繰上償還をすることが

できる金融機関を中心に、令和３年度は１億３,

９４８万円の繰上償還を実施しております。こ

の結果、令和３年度末の町債現在高は、前年と

比較して約２億３,０００万円減少し、１３７億

１,０９１万円となっております。 

 次に、共通様式ナンバー１０、決算書のペー

ジは２３４ページから２３５ページで、事業名

は一般会計町債償還費（利子）となりますが、

当初予算額７,６０３万１,０００円から３７８

万４,０００円を減額し、予算現額７,２２４万

７,０００円に対し、７,１２２万４,４１４円を

支出しております。不用額は１０２万２,５８６

円で、執行率は９８.５８％となっております。 

 償還利子については、地方債残高のピークが

過ぎたことにより、今後も減少傾向にあり、過

去５か年では毎年減少しております。また、不

用額が１００万円程度発生しておりますが、こ

ちらは全て一時借入金利子の不用額によるもの

となっております。 

 最後に、共通様式ナンバー１１、決算書の

ページは２４２ページから２４３ページで、事

業名は予備費となりますが、令和３年度の予備
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費はコロナ対策を含め、当初予算額を１,０００

万円とし、最終的に表に記載のある事業に４８

６万９,０００円を充当し、５１３万１,０００

円の不用額となっております。予備費の使用に

つきましては、前年度と比較して９１万１,００

０円増加となっておりますが、いずれもコロナ

対策によるまん延防止措置、自宅療養者への物

資支援等に要する事業や町営牧場のトラクター

が故障したことにより牧場業務に支障を来すな

ど、突発的に発生したもので、それ以外への経

費への充当は行っていないことから、今後も予

備費の使用につきましては、避け難い事故や突

発的に発生した経費などに対して充当するな

ど、慎重に行ってまいります。 

 続きまして、様式２の説明となります。 

 予算流用５万円以上及び予備費充用の状況

で、財政課が管理する温泉の泉源のうち、鶴雅

観光開発株式会社に使用を認めている東大沼Ｒ

２の泉源が１０年に一度の温泉成分分析の検査

が必要とされており、これの予算計上がされて

いなく、また１０年目に当たる更新期限も過ぎ

ており、速やかに更新が必要であったことか

ら、対応可能な事業費から役務費に９万円を流

用し、温泉成分分析を行ったところでありま

す。 

 続いて、財政課の追加要求資料にありました

項目について、別にお配りしております資料を

基に御説明いたします。 

 最初に、１の使用料及び手数料の中で、見直

し済み一覧及び効果についてとありますが、追

加要求資料の１から３は、内容的に第６次行財

政改革に関する質問のようですので、行財政改

革の取組期間である令和３年度から令和７年度

までにおいて決算年度の令和３年度、また令和

４年度も引き続き継続している項目ですので、

令和４年度の状況も参考に掲載しております。 

 初めに、使用料及び手数料の見直しでは、現

在２項目の見直しを終了しており、下水道使用

料の改定につきましては上下水道課が主体とな

り、従量料金を１立方メートル当たり１２０円

から１５０円に改定する七飯町公共下水道条例

の一部改正条例が可決されており、本年１０月

１日から施行されます。 

 また、学童保育クラブの保育料金も子育て健

康支援課が主体となりまして、令和３年度から

見直しに着手しており、このたび月額保育料を

７,０００円から９,０００円に改定する七飯町

学童保育クラブ条例の一部改正条例を本定例会

に提案し、民生・文教常任委員会で審議される

運びとなりました。 

 次に、２の公共施設休館日見直し済みの施設

の一覧と効果となりますが、令和３年度は諸般

の事情によりまして具体的な見直し作業ができ

ておらず、令和４年度において引き続き検討を

行うこととしている項目となります。 

 見直しの具体的な内容につきましては、右に

記載のとおりですが、役場庁舎ほか公共施設の

年末年始の休日について、国や北海道及び近隣

市町に年末年始の休日期間を合わせるほか、今

後、行政事務のデジタル化に対応して見直しが

必要となるため、継続して見直しを進めていく

項目としております。 

 次に、３の照明器具をＬＥＤ化した施設の一

覧と効果となりますが、令和３年度は、公共施

設のＬＥＤ化を進めるため、事前に交換を必要

とする既存照明器具の台数や取替え可能なＬＥ

Ｄ照明器具の調査、交換する器具の消費電力を

調べるための基礎調査を実施しているため、令

和３年度にＬＥＤ化した公共施設はまだござい

ません。この基礎調査を基に令和４年度から具

体的に公共施設照明のＬＥＤ化に着手してまい

りますが、令和４年度は下期施工分として４施

設のＬＥＤ化改修工事を実施いたします。 

 次に、４の財産収入の株式配当金の内訳です

が、昭和４２年７月１１日から順次取得したも

のでございますが、取得した株式会社ドーコ

ン、旧社名は北海道開発コンサルタント株式会

社が発行した株券、額面金額は９,０００円、取

得株数は１８株から生じた１株当たり７５円の

配当金で、１８株の合計１,３５０円となりま

す。 

 最後に、５の財産収入の町有地売払収入の内

訳となりますが、令和３年度において売払いを

した町有地は合計３か所で、金額は５２８万９,
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５２７円となりますが、財政課が売払いをした

町有地は、１の土地で、売却金額、売却の相手

方は資料に記載のとおりでございます。 

 なお、売却金額ですが、この土地を売却する

に当たり、必要となる土地の分割及び測量を買

主において実施したため、当初の売却予定金額

から分割及び測量に要した費用７９万８,０００

円を控除し、売払いをしたものであります。 

 また、町有地売払の２及び３の土地につきま

しては、売払いの担当課において売買事務を進

めたことから、内容につきましては、この後の

担当課から直接確認いただければと思います。 

 以上で、財政課の説明を終了いたします。審

査のほどよろしくお願いいたします。 

○平松委員長 ありがとうございました。 

 これより、質疑を行います。 

 上野委員。 

○上野委員 １点だけお伺いします。 

 ナンバー７なのですけれども、森林環境譲与税

の基金の問題なのですけれども、基金の財源とし

てどうするのか。今回は９６９円ですか、積立金

として計上しております。これまで積立があった

のかどうか、基金の残高が幾らになっているの

か。それから、今後の見通しとして、基金を積立

るための財源はどこからどのような金額が予想さ

れているのか。また何年度まで、どのぐらいの基

金にしようとしているのか。また、使用目的は森

林環境整備のためだと思うのですが、これを財源

として環境整備をするとしたら、それに見合った

財源を利用した事業が計画されているのではない

かと思うのですが、現在、森林環境整備はどのよ

うなことが必要だと考えておられるのか、その辺

まで含めてお願いします。 

○平松委員長 財政課長。 

○青山財政課長 ナンバー７の森林環境譲与税

のことについて質問がありましたが、こちらの

基金につきましては令和元年に創設された基金

でありまして、この財源には、これから来年度

以降だったかと思いますけれども、発生する森

林環境譲与税を財源に基金に積立て、その積立

てられた森林環境譲与税基金から森林の保護、

育成に関する事業に充てられる事業となりま

す。 

 こちらにつきましては、今回運用利息として

９６９円の積立てが行われておりますけれど

も、令和元年度、令和２年度におきまして、先

行して国から森林環境譲与税が町に交付されて

おりますけれども、令和元年度は今手元に資料

がありませんので、令和２年度におきましては

７６９万３,７１１円の積立てを行っておりま

す。これにプラスして、運用利息収入を加えた

額で積立てが行われるわけなのですけれども、

このたびは基金創設されてから３年目に当たり

ますので、森林環境譲与税基金に積立てられた

金額とともに令和３年度において交付される額

と合わせて、このたび令和３年度におきまして

は約１,５１１万円程度の事業に充てておりま

す。１,５１１万９,０００円の内訳としまして

は、譲与税で８３３万円、基金からの充当が６

７８万９,０００円となっておりまして、主に大

きいものとしましては、先ほど言いました滝ノ

沢林道用地取得に対して１,２３９万７,９２３

円を充当しております。 

 また、今後につきましては、こちら基金の管

理は財政課で行っておりますが、事業の使い方

につきましては、農林水産課のほうの林務の行

政として行っておりますので、内容的にはそち

らのほうに合わせながら基金を活用していきた

いと考えているところでございます。 

 また、何年か議会のほうでも議論されました

けれども、町税と一緒に森林環境譲与税として

今度は新たに税として加わってきますので、こ

ちらにつきましては、安定的な財源を基に森林

環境整備の事業として今後活用されるものと

思っておりますので、その点、御理解願いたい

と思います。 

 以上です。 

○平松委員長 よろしいですか。 

 ほかに御質問ありませんか。 

 田村委員。 

○田村委員 追加資料で出していただいた部分

について、ちょっとお尋ねをしたいと思いま

す。 

 まず、下水道の使用料ですけれども、私の記
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憶では、令和４年６月に条例改正したのではな

いのかなと思うのですけれども、違いましたか

ね。ちょっとあれですけれども。 

 それから、２番目の公共施設、これは単に、

道だとか国だとか、あるいは市だとかの休みに

合わせるような、そういうニュアンスですけれ

ども、私言いたかったのは、施政方針の１９

ページにも、税収等の減収が見込まれる中での

歳入の確保ということをうたっているのですよ

ね。そして第６次行政改革大綱に沿って、将来

にわたって持続可能な行財政基盤の構築を図る

ためとあるのですよ。それからいけば、まず公

共施設の休館日というのは、私は、もっと具体

的にいろいろ地域に応じて変化するような考え

方かなと思ったら、道だとか国に準拠しながら

やっていく。これであれば、金額は関係なくな

るのではないですか。ここに書いてあるような

歳入の確保なんていう言葉は、出てこないので

はないですか。 

 それからもう一つには、ＬＥＤ化について

も、まずお聞きしたいのは、基本調査というの

はどういうような調査なのか、そして幾らか

かったのか、これも教えていただきたいと思い

ます。基本的には、基本調査をしてから令和４

年度からというような話ですけれども、これは

もっともっと早くやるべき話でなかったのです

かね。そういう意味からすれば、相対的に、私

から言わせれば、施政方針のうたい文句に沿っ

ていないということですよ。ここら辺の考え方

をもう一度ちょっとお知らせ願いたいと思いま

す。 

○平松委員長 財政課長。 

○青山財政課長 １点目の下水道使用料の改定

とありますけれども、こちらにつきましては、

令和３年第４回定例会１２月議会で提案されも

のと、こちらのほうでは記憶しておりましたけ

れども、その後、３月に可決されたあとに、今

５回にわたってこれの改定に関するお知らせを

今広報で流しているかと思いますので、こちら

につきましては、令和３年度中での改定だった

と記憶してございます。 

 次に、公共施設の休館日の見直しですけれど

も、こちらは２段階の考え方をしておりまし

て、該当施設と個別施設とあるように、まず該

当施設というのは、役場を含め、町の年末年始

の休日が１２月３１日から１月５日になってお

ります。こちらは、今後の国のデジタル化や、

また、ここら辺の民間企業とも合わせながら考

えますと、この期間を１２月２９日から１月３

日に変更することが先行して必要ではないかと

考えておりまして、こちらを今検討中というこ

とになります。 

 これが整い次第、今度は個別施設として公共

施設の年末年始の見直しを、例えばいろいろお

客様が来る、来館するというのもありますが、

この施設がそもそも例規上に規定がない施設な

どがあったりとか、そういうものもありますの

で、こちらの見直しも含めまして考えていきた

いと。 

 さらに、公共施設の個別施設の中でまた新た

な休館日が設定した場合には、できた場合に

は、そちらの日が施設のメンテナンス日やそう

いうものに充てながら、施設の長寿命化も図る

ための休館日の設定として考えているところで

ありますので、そういう形での歳入の増収のた

めにやることではなくて、まず施設の在り方の

検討が必要ではなかろうかという考え方から、

これを進めていきたいというふうに考えており

ます。 

 また、ＬＥＤ化の基本調査に関しましては、

町にはたくさんの施設があります。これを一つ

一つＬＥＤ化を進めるためには、既存照明器具

の種類とか蛍光灯の本数とか器具の台数を最初

に調査する必要がございます。その調査に基づ

いて、例えばどのくらいの工事費がかかるのか

の事前調査としましては、例えば産業廃棄物に

なる数量とか容量、処分費、運搬費の算出と

か、改修場所の床面積より養生費だとかという

ものをまず基礎調査として拾い、その後、照明

器具のＬＥＤに交換するための照明器具の種類

と台数、もしくはそれを交換するためのＬＥＤ

照明が該当するものの価格を参考にするとか、

もしくはＬＥＤ照明の１本の消費電力が最初に

工事を進めるためには必要となりますので、こ
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れらの内容を調査するために令和３年度におき

ましては、これを進めて行ったということにな

ります。 

 金額につきましては、６４万３,５００円で調

査をさせていただき、これから改修効果の高い

４施設について、令和４年度から順次改修する

ということで、長い目で見る公共施設の照明器

具はまだまだたくさんございますので、これを

最初のスタートとして、これから順次、取り進

めてまいりたいという考え方になります。 

 また、施政方針に載せたと言いますけれど

も、こちら施政方針の中では、使用料及び手数

料の見直し、公共施設の給与管理の見直し、照

明器具のＬＥＤ化などにつきましては、行財政

改革項目から拾い上げた項目の内容でございま

すので、令和３年度から第６次行財政改革期間

である令和７年度の間において取り組むべき事

項を載せておりますので、これに沿って進めて

まいりたいというような考え方でございます。

これが令和３年度で全てできるというようなも

のではなかなかなく、決して難しいものと考え

ておりますので、引き続きそれを進めていくた

めの取り組みを継続してやっていきたいという

ふうな考え方でございますので、御理解いただ

きたいと思います。 

 以上です。 

○平松委員長 田村委員。 

○田村委員 調査委託料というのですかね、こ

れが５４万何ぼでしたよね、今。これは何番目

に書かれているのですか、この説明資料の。 

○平松委員長 田村委員、それだけですか。 

○田村委員 はい。 

○平松委員長 財政課長。 

○青山財政課長 共通様式のことでございまし

たら、ナンバー３の財産管理費で、こちら１２

節委託料、公共施設ＬＥＤ化基礎調査委託料、

こちらにまとめた金額が載っておりますけれど

も、こちらの調査委託料については６４万３,５

００円となります。 

 以上です。 

○平松委員長 よろしいですか。 

 ほかに。 

 横田委員。 

○横田委員 追加資料の４番の財産収入の株主

配当金ということで、決算書の３９４ページに

有価証券ということで、道コン、北海道畜産公

社、株式会社コンサドーレとあるのですけれ

ど、三つあるのですけれど、道コンだけ配当金

があるということで、あとの２社にいつては配

当金がないということでいいのですか。という

のが１点。 

 ５の財産収入の共有地売払収入の１番の大川

３８７番４９、９３８平米、２８万円。この中

には測量代は買主の方が持つということだった

のですけれども、町は、こういう土地を売ると

か買うというときは、前はよく公募とかは広報

に載せてやるよとかとあったのですけれども、

最近あまり広報見ても出てこないよねというの

があって、こういうのはどうやって探して、欲

しい人がこうやってほしいというふうに役場の

ほうに来ているのかというのがちょっと分から

ないので、そこのところを教えていただきたい

なというふうに思います。 

 それから、今の価格が適正か適正でないのか

というのは、どうやって出しているのかとい

う、それをお願いします。 

○平松委員長 財政課長。 

○青山財政課長 今回の株式配当金ですけれど

も、こちら有価証券として３社から持っている

のですけれども、今回配当金受けられたのはと

いうか、過去これまでもそうですけれども、１

番のそこだけしかございません。 

 次に、土地の売払いですけれども、財政課が

売払いしました１番の土地につきましては、こ

ちらは、既に賃貸借契約で締結して貸し出しし

ていた土地で、これは大川のスズランコートの

左隣にあるちょっと空いた土地を長年にわたっ

て借りていた借主が、今回買いたいと来ました

ので、その方の周りが所有地なものですから、

隣接されているもので、今回はそのような形で

売却ができたということになります。 

 今回この土地につきましては、きちんと仮評

価をしまして、平米当たり１,４００、金額はこ

こでちょっとあれですけれども、そういうよう
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な仮評価をしてございまして、雑種地なもので

すから、その程度の金額にしかならんというこ

とで、そういうような算定をしながら売却を進

めたということになりますので、御理解いただ

きたいと思います。 

○平松委員長 広報とかに載せないのかという

質問もありましたけれども。 

 財政課長。 

○青山財政課長 今回は隣接地なものですか

ら、広報に載せるまでもなく、また貸借対照

表、これまでも継続してされていた方なので、

こちらもその方が買っていただければというよ

うな思いもありましたけれども、今回はそうい

う随意契約の中で、その関係者の土地に隣接し

ている土地が売却できるということになります

ので、今回は公募がなかったということになり

ます。 

 普段売る場合につきましては、広報の手続な

どによりまして売却を進めていくというのは従

前の方法と変わりはございませんので、その旨

御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○平松委員長 横田委員。 

○横田委員 そうすると、今回今まで借りてい

た方が買うということになったよということ

は、今度は、土地の貸付金収入は減額になると

いうことでいいですね。それだけ。 

○平松委員長 財政課長。 

○青山財政課長 この土地につきましては、売

買契約が成立する前までは賃貸者契約で行って

おりましたので、その後は、この分についての

賃貸者契約の金額はなくなります。 

 以上です。 

○平松委員長 ほかに御質問ありませんか。 

 副委員長。 

○若山副委員長 １点だけです。 

 ナンバー３のところで、一番最後の資料の充

当額で９万円とあって、説明の中では、本来や

るべき温泉の検査を１０年に一遍しなければい

けないということで、その分予定していなかっ

たので９万円ここで充当したということなので

すけれども、当初予算額を見ると、役務費の中

で手数料１万円、建物災害共済保険料として７

万１,０００円上げていて、当初１万円を温泉の

調査で充てる予定だったのだけれども、金額が

足りなかったのか、１万円はまた別な用途のも

のだったのか、そこのところで全くなかったも

のを温泉成分分析手数料ということで、なかっ

たものをあれしたのか、不足したものを補った

ものなのか、そこのところの考え方をちょっと

教えてください。 

○平松委員長 財政課長。 

○青山財政課長 当初、役務費に予算で上げて

いた分については全く別のもので、今回の温泉

成分分析手数料につきましては、１０年に一度

ということであったため、財政課のほうにおい

ては失念していたというか、忘れていたもので

すので、全く別な金額が発生したことから、言

葉はちょっとあれですけれども、急いでかき集

めて、これの成分分析を速やかに行ったという

ことになります。今後はこういうことがないよ

うに、１０年後ですので、普段から見やすい場

所に貼るなどして、これを対応してまいりたい

と思っておりますので、この件につきまして

は、財政課の全くのミスでございました。 

 以上です。 

○平松委員長 副委員長。 

○若山副委員長 それについては、当初手数料

の１万円とかは、そうすると使わなかったと、

不用だったということで、トータルで１０万円

を温泉のあれで使ったということでよろしいの

ですか。 

○平松委員長 財政課長。 

○青山財政課長 当初の１万円の積算した中身

につきましては、ちょっと今手元にございませ

んけれども、かかった経費につきましては９万

９,０００円ですので、これと流用した金額９万

円を合わせて９万９,０００円を支払いすること

ができたということになります。 

 何らかの発生する理由から手数料とかは、不

測の事態のために１万円程度は当初予算のほう

に置いて計上されているものもございますの

で、そのものと活用しながら流用して、今回は

お支払いすることができたということになりま
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す。 

 以上です。 

○平松委員長 ほかに御質問ありませんか。 

(「なし」と呼ぶ者あり) 

○平松委員長 すみません、私、１点だけある

のですが、先ほど、横田委員の質問に対しての

御答弁は、借地されていた方が土地の購入をし

たので評価額で売買が成立したという御説明で

したが、本来、例えば広報とかに載せてです

ね、例えば同じ土地を複数の方が買いたいと

なった場合というのは、町は今どういう対応を

されるのですか。例えば入札をするとか、そう

いうことはどうなっているのですか、今。 

 財政課長。 

○青山財政課長 このたび土地の件とは別に、

町が遊休地として売払いをかける場合につきま

しては、当然そういう手続、例えば広報なりと

いう手続をもって町有地の売払いを進めるとい

う事務については、これまで同様に変わりはご

ざいません。 

 今回は、隣接で、しかも長年使っていた土地

なものですから、そういうような形で賃貸者契

約を改めまして売買契約としたいということの

流れだったものですから、そういうような形で

の売買が成立したという話になります。 

 以上です。 

○平松委員長 御説明は分かるのですが、町の

資産をできるだけ、簡単に言えば、高く売って

もらいたいというのは町民の要望だと思うので

すけれども、長年借りてきた方が優先権がある

ので、その方に評価額に見合う金額だったので

売払いをしましたというのは、ちょっと違うの

ではないかなと思うのですけれどね。一応広く

求めて、その中で誰も参加しないのであれば話

は分かりますけれども、もし欲しい方がいた

ら、やはり少しは競争していただいて、少しで

も高く売るというのが町の基本的な考えではな

いかなと思うのですけれども、その点について

はどうですか。 

 財政課長。 

○青山財政課長 今使用されている方がおりま

したので、今回はその方が長年使用されたもの

ですから、そういう話であればということにな

りましたけれども、委員長おっしゃるとおり、

入札にして売り払うということも一つの考え方

で、それは基本的な考え方であるとは思ってお

りますので、そういう利害関係があまり極力な

いような土地であれば、そのような形での手続

にのっとって行いたいと思っておりますけれど

も、このたびの土地につきましては、長年その

方がずっと使用されて、なおかつその場所に居

を構えたり、事務所を構えたりして、現に使わ

れていたものですから、そのような形での内容

になったということで御理解いただきたい思い

ます。 

 以上です。 

○平松委員長 ありがとうございます。 

 ほかに御質問ありませんか。 

(「なし」と呼ぶ者あり) 

○平松委員長 ありがとうございました。 

 それでは、質疑を終了いたします。 

 以上で、財政課に対する審査を終了いたしま

す。財政課長、ありがとうございました。 

 続きまして、情報防災課の審査を行います。 

 情報防災課長、御苦労さまです。 

 資料の事業決算書の具体的な内容について

は、特段の説明がない限り、「記載のとおり」

でよろしいです。 

 それでは、決算書及び提出資料に基づき説明

をお願いいたします。 

 情報防災課長。 

○庭田情報防災課長 それでは、情報防災課の

令和３年度決算審査要求資料について御説明申

し上げます。 

 要求資料について、情報防災課は、共通様式

のみとなっておりまして、様式番号のついた資

料はございません。 

 それでは、早速ですが、共通様式のナンバー

１から御説明申し上げます。決算書ページ数は

一般の５８から５９ページ、款項目は、総務

費、総務管理費、一般管理費、事業決算名は総

務公用車管理費となります。当初予算額３２７

万円に対し、補正予算額１２万８,０００円の増

額です。補正の主なものは、その下の枠内に記
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載のとおりです。予算現額計が３３９万８,００

０円、支出済額が３３６万６,９２０円、不用額

が３万１,０８０円で、執行率が９９.１％と

なっております。 

 この事業の目的なのですけれども、公用車の

一元管理を行うための費用となっております。 

 歳入については、特にございません。 

 具体的な内容は、枠内に記載のとおりです。 

 続きまして、ナンバー２、決算書ページ数は

同じく５８から５９ページ、款項目は、総務

費、総務管理費の一般管理費、事業決算名は町

有バスの管理費となります。当初予算額２７７

万６,０００円に対して、補正予算が７８万円の

減額、補正の主なものは、下の枠内に記載のと

おりです。予算現額計は１９９万６,０００円に

対し、支出済額１７３万７,６４５円、不用額は

２５万８,３５５円で、執行率は８７.１％と

なっております。 

 こちらの事業の目的は、町有バスあかまつ２

台の運行管理を行うための費用となっておりま

す。 

 具体的な内容については、記載のとおりと

なっております。 

 続きまして、ナンバー３、決算書ページ数は

６４から６７ページ、款項目は、総務費、総務

管理費の電算管理費、事業名は電算管理費とな

ります。当初予算額１億７,６１４万４,０００

円に対して、補正予算額が２,６４８万７,００

０円の増額補正です。増額補正の内容につきま

しては、下の枠内のとおりとなっております。

予算現額計が２億２６３万１,０００円、支出済

額が１億７,４２０万７,２７０円、翌年度へ繰

り越した額が２,３２５万２,０００円となって

おります。不用額が５１７万１,７３０円で、執

行率は９７.４％となっております。 

 こちらの事業の目的なのですけれども、業務

上必要な電算関係に係る運営を円滑に行うため

となっておりまして、具体的な内容は、その下

に記載のとおりでございます。 

 あと、歳入なのですけれども、左下の歳入の

枠内にありますとおり、それぞれ歳入が入って

おります。 

 続きまして、ナンバー４になります。決算書

のページ数は６６から６９ページ、款項目は、

総務費の総務管理費、電算管理費、決算名は光

ケーブルの設置管理費となります。当初予算額

３５７万６,０００円に対し、補正予算額４６６

万６,０００円の増額補正です。補正の内容につ

いては、下の枠内のとおりとなっております。

予算現額計が８２４万２,０００円に対し、支出

済額が８１０万６,５３６円で、不用額が１３万

５,４６４円、執行率が９８.４％となっており

ます。 

 こちらの事業目的なのですけれども、藤城、

峠下、大沼地区に埋設してある光ケーブルの運

営に係る経費となっております。その下の米印

にありますとおり、役務費の予算不足のため使

用料及び賃借料から１,０００円流用しておりま

す。 

 あと歳入につきましては、左の枠内のとお

り、地域情報通信基盤使用料と支障物件移転補

償金の歳入が入っております。 

 続きまして、その下、ナンバー５になりま

す。決算書のページ数は６８から６９ページ、

款項目は、総務費の総務管理費の電算管理費の

中の決算名が光ケーブル設置管理費（臨時交付

金事業）となっております。こちらは、当初予

算額、補正予算額ともにありませんが、前年度

から繰り越した金額が１,９８９万円ありまし

て、予算現額１,９８９万円に対し、支出済額４

１２万８,０００円となっており、不用額が１,

５７６万２,０００円となり、執行率が２０.８

％となっております。 

 こちらの事業の目的なのですけれども、豊田

地区及び鶴野地区の光ケーブルを整備する事業

となりまして、内容については、枠内のとおり

なのですけれども、その下の米印にありますと

おり、高額の不用額が生じているのですけれど

も、ＮＴＴのほうで当初積算した経費が非常に

高くて、実際に行ったときの経費が大幅に下が

りまして、それに伴って七飯町に求められた負

担額も大きく下がったために、多額の不用額が

生じております。 

 あと歳入については、左の枠内にありますと
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おり、新型コロナウイルス感染症の地方創生臨

時交付金４１２万８,０００円を充てておりま

す。 

 その下、ナンバー６です。決算書のページ数

は１８６から１８７ページ、款項目は、消防

費、消防費の消防施設費、決算名も消防施設費

となります。当初予算額６億３６６万６,０００

円、補正予算額が１８万７,０００円の減額で

す。補正の内容は、下の枠内のとおりです。予

算現額計が６億３４７万９,０００円に対し、支

出済額が同額となっており、不用額ゼロ、執行

率１００％となっております。 

 こちらは、七飯消防署の運営を図るために南

渡島消防事務組合に支払う負担金となっており

ます。 

 その下、ナンバー７です。決算書のページ数

が一般の１８６から１８７ページ、款項目は、

消防費、消防費の災害対策費、事業決算名が災

害対策費となります。当初予算額１８６万９,０

００円に対し、補正予算が２５万６,０００円の

減額です。補正の内容は、下の枠内のとおりで

す。予算現額計が１６１万３,０００円、支出済

額が１５１万１,９６６円で、不用額１０万１,

０３４円、執行率が９３.７％です。 

 こちらの事業目的は、災害予防及び応急対策

を円滑に行うための予算となっております。具

体的な内容は、下に記載のとおりです。 

 こちらの歳入についても、左下の枠内のとお

り自衛官募集事務委託金と地域づくり総合交付

金が入っております。 

 続きまして、ナンバー８となります。決算書

のページ数は１８６から１８９ページで、款項

目は、消防費、消防費の災害対策費で、事業決

算名が災害対策費（臨時交付金事業）となって

おります。当初予算額はありませんでしたが、

補正予算として３４１万円の補正があります。

補正の内容については、下の枠内に記載のとお

り、３月議会において３４４万８,０００円増額

補正と、９月において３万８,０００円の減額と

いうことで、予算現額計が３４１万円、支出済

額も同額の３４１万円で、不用額ゼロ、執行率

は１００％となっております。 

 こちらの事業なのですけれども、避難所等の

新型コロナウイルス感染症対策を実施するため

に、避難所として指定されている各種施設の水

道のハンドルの取替えの業務を委託しておりま

す。 

 こちらの歳入につきましては、左下の枠内に

ありますとおり、コロナウイルスの地方創生臨

時交付金を全額充てております。 

 続きまして、ナンバー９、決算書ページ数は

１８８から１８９ページ、款項目は、消防費、

消防費の災害対策費で、事業決算名、防災行政

無線整備管理費となります。本年度の当初予算

額は２４２万７,０００円、補正予算については

１９万４,０００円の減額です。補正予算の内容

は、下の枠内のとおりですが、前年度から繰り

越した額が４億８,６６３万３,０００円ありま

して、予算現額計が４億８,８８６万６,０００

円、支出済額４億８,０４５万９,１５４円、不

用額が８４０万６,８４６円で、執行率が９８.

３％となっております。 

 こちらの事業の目的については、昨年度更新

した防災行政無線施設の維持管理を円滑に行う

ためとなっております。具体的な内容は記載の

とおりなのですけれども、流用につきまして、

使用料及び賃借料の予算不足のため需用費から

２万９,０００円、役務費予算不足のため需用費

から２万円流用を行っております。 

 特定財源については、左の枠内のとおり災害

対策等整備事業債のほうから４億７,８２０万円

の歳入を充てております。 

 最後、１０番なのですけれども、決算書の

ページ数１８８から１８９ページ、款項目は、

消防費、消防費の災害対策費、事業決算名は国

民保護対策費となります。当初予算額３０万９,

０００円、補正予算額は２万９,０００円の減額

となり、予算現額計が２８万円に対し、支出済

額２７万５,０００円、不用額５,０００円で、

執行率９８.２％です。 

 こちらの事業なのですけれども、災害予防及

び応急対策を円滑に行うためということになっ

ております。 

 情報防災課の資料の説明は以上となりますの
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で、御審議のほどよろしくお願いいたします 

○平松委員長 暫時休憩をいたします。１時より

再開をいたします。 

午後 ０時０１分 休憩 

───────────── 

午後 １時００分 再開 

○平松委員長 それでは、休憩前に引き続きま

して、再開をいたします。 

 情報防災課長の説明が終わっていますので、

質問を受けたいと思います。 

 川村委員。 

○川村委員 資料のナンバー９の防災の関係なの

ですけれども、１２番の委託料の繰越の部分です

ね、委託料の中に、今回、個別受信機の部分とい

うのも多分含まれているのですけれども、個別受

信機の関係でお伺いしたいのですが、令和３年度

に何世帯個別受信機を、たしか郵送されていると

思うのですけれども、何個郵送して、去年たまた

ま聞いたら、実際本人が使わないということで戻

されている分があるかと思うのですけれども、そ

の分が実際何個戻ってきているのか、そこをまず

教えてください。 

○平松委員長 情報防災課長。 

○庭田情報防災課長 個別受信機の配付数なの

ですけれども、今年の７月時点で３,２６９個配

付しておりまして、そのうち返却数が１,１５３

個戻ってきております。これは必要ないという

か、そういうことで返却という形で戻ってきて

おります。 

 以上です。 

○平松委員長 川村委員。 

○川村委員 多分３,２６０世帯だと思うのです

けれども、多分高齢者のお宅とか独り暮らしの

高齢者のお宅に郵送されていると思うのですけ

れども、私も、昨年、何軒か回ったときに、結

構戻しているという話を聞いたものですから、

今回聞かせていただいているのですけれども、

今でいくと３分の１が戻ってきているという状

態で、今回委託料のかなりの金額の中で個別料

の部分が幾らぐらい占めているのか分からない

ですけれども、せっかく防災のために使ってい

ただきたいというのが、ほぼ３分の１戻ってき

ているという部分の中で、少し問題があるな

と。 

 どこか早く改善しなければならないですし、

国費入っているにしても、やっぱり税金入って

いますので、この先どういうふうに、例えば

戻ってきている分について、まだ配っていない

世帯に先送りして配付を行うとか、そういった

何か考えがあるのかお伺いしたいです。 

○平松委員長 情報防災課長。 

○庭田情報防災課長 配っている世帯の中に

は、必要ないですとか、あとは使ってみたけれ

どもうるさいですとか、様々な苦情、御意見を

いただいておりまして、その中で、町としても

丁寧に説明して、緊急時のためのものですので

できればという形でぜひ使っていただきたいと

説明はしているのですけれども、どうしてもと

いう方に関しては町のほうで回収しておりま

す。結果、多くの在庫を抱えていることになる

のですけれども、そちらに関しては、今後、高

齢になる世帯、年齢が到達して高齢の該当にな

る世帯のほうに配ってはいくのですけれども、

そのほかに、例えば若い世帯でも募って希望の

方に配っていくですとか、そういうようにして

いきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○平松委員長 川村委員。 

○川村委員 ３,２６０世帯対象で郵送しましたけ

れども、残っている分とは別に、今後また個別受

信機を配付する予定が今あるのかないのか。すみ

ません、１点。 

○平松委員長 情報防災課長。 

○庭田情報防災課長 今現在では、具体的に配

付する予定というのはございませんが、今後、

希望を募って配付していく方法ですとかを検討

していきたいという段階でございます。 

 以上です。 

○平松委員長 防災課長、すみません。この器械

を４,０００個買うという、たしか予算だったと思

うのですけれども、結果的に４,０００個、町に在

庫が一旦はあったのですか。それで今の説明の数

字になっているということなのでしょうか。 

 情報防災課長。 
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○庭田情報防災課長 お答えします。 

 個別受信機は４,５００台を購入しておりま

す。もう一度申し上げますと、対象者数として

４,４２２台を送付しておりまして、実質配付数

３,２６９台、返却数が１,１５３台ありまし

て、その返却した中からもさらに再配付等もあ

りまして、現在の在庫数としては８９４台と

なっております。 

 以上です。 

○平松委員長 ありがとうございます。 

 ほかに御質問ありませんか。 

 終わってよろしいですか。 

(「なし」と呼ぶ者あり) 

○平松委員長 ありがとうございました。 

 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、情報防災課に対する審査を終了いた

します。 

 情報防災課長、御苦労さまでした。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ０時０５分 休憩 

───────────── 

午後 ２時３２分 再開 

○平松委員長 休憩前に引き続きまして、再開

をいたします。 

 江口委員から早退の届出が出ております。 

 次に、政策推進課の審査を行います。 

 政策推進課長、御苦労さまです。 

 資料の事業決算の具体的な内容については、

特段の説明がない限り、「記載のとおり」でよ

ろしいです。 

 それでは、決算書及び提出資料に基づき説明

をお願いいたします。 

 政策推進課長。 

○花巻政策推進課長 それでは、政策推進課よ

り、令和３年度の決算について御説明をさせてい

ただきます。 

 政策推進課分の決算については、資料のとお

りでございますが、令和３年度は新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金として、

内閣府から２億４,０００万円を超える交付金を

いただき、それぞれの担当課で３０の事業を実

施しております。一覧表として整理いたしまし

たので、最後に若干説明をさせていただきたい

と存じます。 

 それでは、共通様式に入ります。ナンバー１

を御覧ください。決算書の６０ページからでご

ざいます。総務費、総務管理費、広報費です

が、当初予算額１,６１２万１,０００円、補正

予算額は３月の整理予算で１４万７,０００円を

減額し、予算現額は１,５９７万４,０００円

で、支出済額１,５６０万５,１８４円、執行率

９７.７％でございます。 

 主な事業費は、ななえ広報の印刷発行と配送

となってございます。内容については、記載の

とおりでございます。 

 行政刊行物委託料については、毎月の広報誌

を役場から各町内会の指定場所へ配送するシル

バー人材センター分と各町内会が各戸配布する

分の委託料となっております。 

 次にナンバー２、企画費でございます。決算

書の６８ページからです。当初予算額５０万９,

０００円、補正予算額は３月の整理予算で５万

２,０００円を減額し、予算現額４５万７,００

０円、支出済額は４０万９,２１７円で、執行率

は８９.５％でございます。 

 主な業務は、企画事務に要する経費となって

おります。報償費は、七飯町まち・ひと・しご

と創生総合戦略の事業評価のため、委員会開催

に係る報償費３万５,５００円でございます。負

担金、補助金は、渡島総合開発期成会負担金を

はじめとした期成会等団体への負担金です。 

 特定財源は、道から土地利用規制等対策事業

交付金５万８,０００円、案内図売買代金１,０

００円となっております。 

 次に、ページを開きまして、ナンバー３、ま

ちづくり政策事業費でございます。当初予算額

は３１９万１,０００円、補正予算額は、６月に

２５０万円の増額補正を行い、７月に１７４万

３,０００円の増額補正、３月の整理予算で２０

１万円の減額で、予算現額５５１万９,０００

円、支出済額は５４７万５,９０６円、執行率は

９９.２％でございます。 

 主な事業内容は、まちづくりの政策事業と

なっております。移住・定住や、町内会、大中
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山駅トイレの経費等です。男女平等参画審議会

委員報酬は、委員９名分の報酬を支払いまし

た。需用費については、大中山駅公衆トイレの

消耗品、光熱水費等大中山駅公衆トイレの掃除

等の管理委託料は例年と同じです。令和３年度

は、結果として中止になりましたが、オリン

ピック聖火リレー関係の事業用消耗品費として

９万４,６００円を予備費から流用して支出して

おります。負担金、補助金及び交付金について

は、まちづくり政策負担金として５万円です。

北海道移住交流協議会負担金となっており、例

年のとおりでございます。活力あるまちづくり

推進事業助成金は９件、８２万４,８３２円でご

ざいました。七飯町町内会連合会補助金は例年

どおり４５万円でございます。コミュニティ助

成事業については、軍川振興連合会のお祭り開

催に伴う備品購入費として２５０万円を交付し

ています。 

 特定財源として、新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金のうち、２０万５,００

０円を充当、地域女性活躍推進交付金として６

７万３,０００円、企業版ふるさと納税寄附金額

７０万円を充当、コミュニティ助成事業分が全

額２５０万円充当でございます。 

 次にナンバー４、交通対策事業費でございま

す。当初予算額は１,１２８万円、補正予算額

は、３月の整理予算で３９２万８,０００円減額

し、予算現額７３５万２,０００円で、支出済額

が７３５万３０６円、執行率１００％でござい

ます。 

 北海道新幹線の事業推進と、建設促進期成会

等の事業費、地域公共交通確保事業でございま

す。負担金及び交付金は、毎年かかる各種期成

会の年間負担金です。七飯町地域公共交通活性

化協議会負担金は、七飯町の公共交通を検討す

べく令和２年度に設立した法廷協議会の負担金

で、運営に必要な経費分３８８万円でございま

す。地域公共交通確保のための路線バスに対す

る補助金３１４万８,０００円は、国・道の基準

に合わせ、前年に引き続き函館バス２路線分と

なってございます。 

 次に、ページを開きまして、ナンバー５の交

通対策事業費でございます。これは臨時交付金

事業でございます。決算書の７２ページからで

ございます。令和３年３月に補正予算で計上し

た額が４５７万６,０００円、３月の整理予算で

３,０００円の減額、４５７万３,０００円の予

算現額に対して、支出済額は４５７万２,４８０

円で、執行率は１００％です。 

 内容は、新型コロナウイルス感染症の影響で

疲弊する町の観光促進及び交通事業者への支援

で、町内のバス、タクシー事業者及び函館バス

の車両に大沼への観光誘客ステッカーを掲示

し、併せて車内に移住促進パンフレットを設置

してもらうことに対して広告料を支払う内容で

す。 

 事業費は、誘客促進ステッカーとパンフレッ

トの印刷製本費に１７６万７,４８０円、役務費

は２８０万５,０００円で当初の予定より町内事

業者の営業車両の台数が多かったことから、印

刷製本費から３万３,０００円を流用していま

す。 

 次に、ナンバー６の交流推進費でございま

す。決算書の７６ページからです。本年度当初

予算額８０万８,０００円で、補正予算額は、６

月の補正予算で国際交流員の赴任旅費等９０万

８,０００円増額、結果、コロナ禍により赴任で

きなかったため、３月の整理予算で赴任旅費と

当初から計上していました国際交流員住宅借上

料を合わせて１２５万８,０００円の減額でござ

います。予算現額は４５万８,０００円で、支出

済額は４５万５,８２０円、執行率は９９.５％

でございます。 

 令和３年度の国際交流や国内交流事業は、コ

ロナの影響により海外派遣が中止となりまし

た。旅費については、５月に帰国された国際交

流員の赴任旅費が２２万４,３２０円、使用料及

び賃借料ですがコンコードから来られていた、

今帰任した国際交流員１名の不動産借上料と退

去費用合わせて２１万４,４８０円となっており

ます。 

 次に、ナンバー７、国際交流公用車管理費で

ございます。当初予算額２２万円、３月の整理

予算で９,０００円を減額し、予算現額は２１万
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１,０００円で、支出済額２０万４,０１２円、

執行率９６.７％でございます。内容について

は、記載のとおりでございます。 

 次に、ページを開きまして、ナンバー８、セ

ミナーハウス指定管理費でございます。決算書

７６ページでございます。当初予算額３,１９８

万７,０００円で、３月の整理予算で５,０００

円の減額、予算現額は３,１９８万２,０００円

で、支出済額は３,１９８万１,１５０円、執行

率１００％となります。 

 指定管理委託料と玄関スロープ手すり等の修

繕料、その他となってございます。 

 次に、ナンバー９、統計調査費でございま

す。決算書の８８ページからです。各種統計調

査の調査費ですが、当初予算額１１１万２,００

０円、３月の整理予算で４万８,０００円を減額

し、予算現額１０６万４,０００円、支出済額は

１０６万３,１３３円、執行率９９.９％となっ

ております。 

 令和３年度は、学校基本調査と経済センサス

となっております。 

 特定財源ですが、この経費は、道から統計調

査委託金として全額充当されてございます。 

 次に、様式２の説明をさせていただきます。 

 令和３年度予備費の充用です。令和３年６月

１３日に大沼公園で開催予定でありました東京

オリンピック聖火リレー実施に伴う消耗品費と

して９万５,０００円を予備費から充用しており

ます。東京オリンピックについては、新型コロ

ナウイルス感染症の感染状況から開催されるか

どうか不透明であったため、令和３年度当初予

算への計上ではなく、予備費での対応を基本と

することとなっていたものでございます。購入

したものは、聖火リレーの最終ランナーに伴走

していただくサポートランナーとして大沼岳陽

学校の児童生徒２０名を予定しており、そのサ

ポートランナーの方々に着ていただくサポート

ランナー専用のＴシャツを購入したものでござ

います。 

○平松委員長 課長、すみません。我々様式２

が入っていないので、後で渡してください。 

○花巻政策推進課長 その他の様式ですが、令

和３年度は新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金として、内閣府から２億４,００

０万円を超える交付金をいただき、それぞれの

担当課で３０の事業を実施しております。 

 ５ページの中ほどに合計を記載しております

が、令和３年度に完了した２９事業の交付金充

当事業の事業費実績比較合計は２億７,２７６万

２５４円、右側の財源内訳の合計として、交付

金充当額は２億４,０４０万５,０００円、その

他の国庫補助金は７７９万４,５７６円、一般財

源の合計は２,４５６万６７８円でございます。

また、その下になりますが、高度無線環境整備

推進事業は、令和２年度からの繰越事業として

令和３年度に完了したもので、この分の事業を

含めますと令和３年度の事業費実績額合計は２

億７,６８８万８,２５４円、交付金充当額は２

億４,４５３万３,０００円、その他の報償金

は、変わらず７７９万４,５７６円、一般財源の

合計も２,４５６万６７８円でございます。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○平松委員長 ありがとうございました。 

 これより、質疑を行います。 

 上野委員。 

○上野委員 ２点ほどお伺いします。 

 ナンバー３の委託料１１３万８,５２２円、こ

れは生活困窮者女性とつながりサポート事業と

いうことで実施された事業だということで、追

加資料の一番最後にも入っております。これに

ついてなのですけれども、生活困窮者、コロナ

禍で女性がどのくらい被害を受けているかとい

う実態も把握できていない状況の中で、実際は

こういうサポート事業というのが取り組まれた

わけです。 

 それで、これについての事業実施の成果とい

いますか、その辺のことに関しては、文書だと

か数字だとかという形での報告が一切行われて

おりませんので、できれば、これからでもよろ

しいのですけれども、この事業がどのような内

容で、どういう成果を上げたのか、女性に対し

てどのようなサポートを行ったのかというよう

な報告を文書で上げていただきたいなというこ
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とでお願いいたします。 

 ２点目は、追加資料の後ろから５枚目で、

クーポン券の発行使用の件です。これは、コロ

ナ対策の一環として行われた事業ではあるので

すけれども、町は何回か、この事業を実施して

きております。 

 それで、基本的に３地域に分けて同じ数の

クーポン券を配付するという中身で行われてき

たわけでありますけれども、これに関しては、

私も実施に関しては、地域の実態というか格差

が人口の密度からいっても全然違う地域に同じ

ような金額のクーポン券を使用するというのは

問題があるのではないかという発言をしており

ましたけれども、この数字がはっきりその実態

を示しておりまして、特に大沼地区は、人口的

にはほかの地域に比べると半分以下の地域にな

るわけですけれども、そこに利用されたクーポ

ン券が、実際はやっぱりなかなか行くのも大変

だというようなことで、使用の残の枚数が非常

に多く、ほかの地域に比べると２倍以上使用さ

れないで終わったと。それから、利用率に関し

ても５％近くそこの地域での利用が少なかった

というような結果になりました。 

 それで、これに関しては……。 

○平松委員長 上野委員、申し訳ないです。こ

のクーポンに関しては、商工のところで改めて

御質問願えないでしょうか。 

○上野委員 資料は商工用ですか。 

○平松委員長 追加資料の一番左側に、商工観

光課の所管ということになっていますので、こ

ちらで説明を受けてもらいたいと。 

○上野委員 では、そのときにやります。 

○平松委員長 お願いします。 

 そうすると、先ほどの３番の１２の内容だけ

でいいですね、委託料の件で。 

 政策推進課長。 

○花巻政策推進課長 文書で提出ということでし

たので、追加資料を作成して提出ということで

しょうか。つながりサポートの、要は結果という

か、実施状況ですね。（発言する者あり）今、口

頭でお話するのではなくて、追加資料で後ほど提

出ということ。 

○平松委員長 口頭ではなくて、文書でとおっ

しやいましたよね、上野委員。 

 皆さんよろしいですか、追加資料ということ

で。 

(「はい」と呼ぶ者あり) 

○平松委員長 では、期間中に提出願いたいと

思います。 

 ほかにありませんか。 

○平松委員長 田村委員。 

○田村委員 １点だけ。コロナウイルスの創生

臨時交付金の実績の関係ですけれども、最後の

ページ、交付金充当額２億４,４５３万３,００

０円という、一般財源が２,４５６万６７８円と

いうことなのですけれども、通常、私の考えで

あれば、交付金で１００％来るのではないかと

思うのですけれども、一般財源をこれだけ２,４

００万円出しているということは、逆に言え

ば、私から言わせれば、対象外経費が入って、

要は交付金の対象外のお金を一般財源で出して

いるという私は捉え方しているのですが、実際

どの流れを見ても、全部一般財源が１割くらい

ずつ出ているということで、対象経費というの

は一体何なのか。 

 私は、平成４年かな、この近くの交付金の流

れを見ますと、全部交付金１００％で法制だと

かやっているということを考えると、令和３年

度の一般財源の２,４００万円の対象外経費とい

うのは一体何なのか、そこら辺ちょっと説明を

お願いしたいと思います。 

○平松委員長 政策推進課長。 

○花巻政策推進課長 対象外経費と申しますか、

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金の各市町に対する交付上限額というのが決まっ

ておりまして、それぞれの町で交付額を見て対象

になる事業を、令和３年度については３０やって

ございます。対象外経費というよりは、上限を超

えた分を一旦財源から出しているというような考

え方で御理解いただきたいと思うのですが。 

 以上でございます。 

○平松委員長 田村委員。 

○田村委員 そうすると、本来、限度額が１０

０万円ですよというところを１１０万円とか２



－ 27 － 

０万円出したという、そういう、例えばオー

バーした分というのは、どういうものが想定さ

れると。 

 例えばですよ、２億４,０００万円交付充当額

ありますと、うちの場合は２,４００万円上乗せ

ですから、本来は２億４,０００万円の事業をし

ていくと、一般財源はほかの事業にも使えた、

コロナ関連ではなくて、ほかの必要な部分にも

使えたものを、あえて上乗せしていくというこ

とになれば、どういう上乗せしなければならな

い事業があったのか、一つか二つ教えてもらい

たいと思うのです。 

○平松委員長 政策推進課長。 

○花巻政策推進課長 個別の事業で、この事業は

交付金の限度額を超えても一般財源投入してでも

やろうという考え方ではなくて、コロナの対策と

して、町として必要であろうというふうに思った

事業をまず各課で考えて実施するということに

なって、その事業費を積み上げていった額が、限

度額に対して２,４５６万６７８円を超えていった

という結果で、個別の事業について交付金の充当

額で、交付金の限度額についてはそれぞれ個別の

事業に大体応分に財政課のほうで充当していて、

それぞれ一般財源で出している分についても、基

本的には応分に割り振っているような形で、この

事業については限度額を超えてでもやろうという

ふうな考え方ではなくて、必要であろうという事

業を積み上げていった結果、全体の臨時交付金の

限度額を超えたというような考え方でございま

す。 

○平松委員長 どうですか。 

 田村委員。 

○田村委員 ちよっと私、理解できないのです

けれども、例えば２億４,０００万円が交付額

で、一般財源の持ち出しが２,４００万円となっ

ていますと、私から言わせれば、令和３年度で

すから４年度に繰り越した分もありますよね、

金額。コロナの交付金で。ですから、一般財源

を使わなくても、要するに、次年度に繰り越し

た中で幾らでも私は対応できるのではないかと

いうことと、先ほど言ったように、２,４００万

円という額は別なものに使えたのではないのか

ということを私は聞いているのですけれども。 

○平松委員長 暫時休憩いたします。 

午後 ２時５７分 休憩 

───────────── 

午後 ３時１５分 再開 

○平松委員長 休憩前に引き続きまして、再開

をいたします。 

 政策推進課長の答弁から入ります。 

 政策推進課長。 

○花巻政策推進課長 貴重なお時間をいただいて

大変申し訳ございませんでした。 

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金の考え方について御説明をいたします。 

 交付金充当額２億４,０４０万５,０００円は、

令和３年度に七飯町に示された交付金の上限額で

ございます。事業を実施している３０の事業の中

に事業の対象外経費というものがあるわけではご

ざいません。この事業費２億４,０４０万５,００

０円を、例えば３０の事業を実施した結果、この

金額を下回ってしまうと、その差額については国

に返還をすることになります。２億４,０４０万

５,０００円を全額きっちり使い切るためには、こ

の金額を超えるような事業計画を立てて事業を実

施しなければいけないものですから、２,４５６万

６７８円という令和３年度当年分の一般財源の合

計については、事業費の上限額を超えてやった分

でございまして、事業対象外経費ではございませ

ん。計画、運営は、交付金の充当額の上限を国に

返すことなく無駄なく使うために、事業計画とし

て上限額を超えて計画して実施した分が一般財源

の合計ということになります。 

 以上でございます。 

○平松委員長 よろしいですね。 

 ほかに御質問ありますか。 

 横田委員。 

○横田委員 資料請求した企業版ふるさと納税な

のですけれども、ここに４者入っているのですけ

れども、たしか一番最初の   という会社は、

男爵ラウンジの裏にできたものをやるところだと

思ったのですよね。それから   というのは、

コンピュータのやつで前に七飯町の仕事を取って

いるようなところ、      も同じような感
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じ。一番下に非公表希望者と書いているのですけ

れども、これは変な話だけれども、統一教会とか

といういうことはないですよね。うちのそういう

ふるさと納税寄付をいただくときに、非公表とい

うのは構わないのかというようなちゃんと規則が

あるのかどうかというのを教えていただきたい

し、そういう、例えばうちの指名願いを出してい

て、実際に入札に参加しているところもいいのか

どうかというのをちゃんと整備されているのかど

うかというのを教えていただきたい。 

○平松委員長 政策推進課長。 

○花巻政策推進課長 まず非公表希望の事業者に

ついては、特に寄付したことを非公表にするのは

いけないとか、そいうことは特にうちで決めてい

るわけではございません。 

 この会社が七飯町のために寄付をします。寄付

はしてくれたのですけれども、七飯町に寄付をし

ましたということを、ほかの事業者については寄

付いただきましたということでお礼をホームペー

ジのほうでも上げていますし、広報のほうでも上

げています。ただ、非公表希望の事業者について

は、七飯町に寄付はしますけれども、七飯町に寄

付をしたということで、うちのほうで名前を出し

て広報だとかホームページでありがとうございま

したとお礼を掲載すると、そのことによって、こ

の会社がほかの自治体とも付き合いがあったりす

る場合に、何で七飯町だけというふうなおそれも

あるので、名前については匿名にしていただきた

いということであって、別に非合法の会社である

とかということではございません。 

    については、たまたま社長が、たしか七

飯町の出身の方だということで、温泉施設とは多

分関係ない会社ではないかなと思うのですけれど

も、指名願いが出ている出ていないにかかわらず

寄付をしていただけることは可能です。ただ、指

名願いが出ていれば寄付できないとか、出ていれ

ば寄付できるとか、そういう規定を整備している

かどうかというお尋ねについては、そういう規定

を整備していることはございませんが、制度とし

て、例えば指名願いが出ている会社でも、普段付

き合いがある会社でも、企業版ふるさと納税はす

ることは可能でございます。 

 以上でございます。 

○平松委員長 横田委員。 

○横田委員 何か一つ回答が来なかったような気

がするのですけれども。 

    という会社は、七飯町の大中山に営業所

を持っていますよね。そいうふうにやっていると

いうことは、何らかの関係があったのかなという

ふうには思うのですけれども、そこは違うという

のでしたら、いいのですけれども。 

 もう１点言ったのは、   とか     と

いうのは、指名願いが出ていたり、実際に入札に

も参加していたから、そういうのは、どうしても

元々そういういい金額で落として御寄付するよと

いうような変なものが入っている可能性があるの

で、なるべくそういうのは馴染まないのではない

ですかということを言っているのですよね。 

 だから、そういうところをきちっと、例えば企

業版のふるさと納税をやるときには、そういうも

のをきちっと整備する必要があるのではないかと

思いますので、その辺もう一回。 

 それから、非公表希望者というところは、そう

いうふうな考え方だったら、社長個人で、個人の

あれでやったらよかったのではないかと思うので

すよ。出すのがどうのこうのとか、普通はこうい

うふるさと納税をやるところは寄付金扱いにした

い、非課税にするので課税を落としたいというの

が形だから、だからそこのところを、去年からや

り始めたばかりだと思うのですけれども、そこの

ところを整備する考えがないかどうか、もう一度

お願いします。 

○平松委員長 政策推進課長。 

○花巻政策推進課長 それではお答えをさせてい

ただきます。 

 今おっしゃられたとおり、町と付き合いのある

企業からの企業版ふるさと納税については、先ほ

ど申し上げましたが、制度としては特に問題はな

いのですけれども、今おっしゃられたように、倫

理的に問題があるのかもしれないという御指摘は

理解しますので、町として、現在はまだそういう

整備をしてはないのですけれども、今後この事業

を続けていくに当たりましては、検討はさせてい

ただくべきものかなと考えています。 
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 なお、非公表の事業者でありますけれども、当

然ちゃんと寄付をいただいたという証明書は会社

などで発行していますので、向こうの事業者では

ちゃんと税務控除は受けられておられますので、

その点は申し添えておきたいと思います。 

 以上ございます。 

○平松委員長 ほかにありますか。 

 池田委員。 

○池田委員 １件だけ。新型コロナウイルス感染

症の交付金の参考資料の３の５ページ、大沼ネイ

チャーセンター環境整備ということで、これはコ

ロナに関係あるのでしょうか。 

 これは、ここでなく違うほうで言えばいいです

か。 

○平松委員長 これは、環境生活課ですね。 

○池田委員 生活課のほうで言えばいいです

か。ただ、これに資料に書いているから、今

言ったのですけれども。 

○平松委員長 これは、政策推進課で答えられ

る……。（発言する者あり） 

 政策推進課長。 

○花巻政策推進課長 ネイチャーセンターの事業

につきましては、国庫補助金のところにも数字が

入っているのがお分かりかと思うのですけれど

も、これはテレワークの推進交付金という別の交

付金も入ってございまして、テレワークの推進は

コロナの感染防止の対策になるということで、こ

の交付金の対象事業については、新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金の事業になり

ますというふうに国から示されておりますので、

こちらの交付金も併せて使わせていただいてござ

います。 

 以上でございます。 

○平松委員長 池田委員。 

○池田委員 今の説明で分かりました、ありが

とうございます。 

○平松委員長 ほかにありませんか。 

 副委員長。 

○若山副委員長 ２か所ほどちょっと確認させて

ください。 

 まずナンバー１のところで、広報費のところの

特定財源として、予算よりも決算額のほうが多く

なっているのですけれども、これは、今後ともも

う少し増やそうと思えば増やせるような見込みが

あるのかどうか、そこのところをちょっと教えて

いただきたい。 

 それと、七飯広報印刷製本費で、毎月部数が微

妙に調整されているのですけれども、これは経費

削減のためにぎりぎりの数をそれぞれはじき出し

ているのかどうかというところを確認したい。 

 それと、一番最後に載っていた日本広報協会負

担金１万５,０００円とあるのですけれども、予算

のときに質問すべきものなのかもしれないのです

けれども、これは予算どおり執行しているのです

けれども、効果があるのかどうか、こういうとこ

ろにやっぱり加盟しなければいけないものなのか

どうか、その辺のところを教えてください。 

 それと、ナンバー５のところで、交通対策事業

費（臨時交付金事業）として、ステッカーの作成

ということで上がっているのですけれども、ス

テッカーというのは前にもちょっと確認したこと

があったのですけれども、何種類とか、１種類だ

け作ってあれしたのか。効果というのですかね、

感じだけでも構わないのですけれども、どのよう

な効果を上げたのかどうかというか、こういうと

ころでこういうのをやってもあまり成果というの

は難しいのかなと思うのですけれども、その辺の

ところのやってみた後の評価というのですか、そ

このところを感じだけでも構わないので教えてく

ださい。 

 以上です。 

○平松委員長 政策推進課長。 

○花巻政策推進課長 それでは、順次お答えをし

てまいります。 

 まず、広報費の雑入の刊行物広告掲載収入料で

すが、予算額より決算額のほうが多くなっている

のですけれども、こちらにつきましては、今年度

の決算額も実は前年度に比べて４０万円ほど下

がっております。やはりコロナの影響もあって広

告出してくださる企業の景気、不景気もあって、

確実に見込めるぐらいの金額をまず予算額として

計上させていただいているということで御理解を

いただきたいと思います。 

 また、広報の印刷部数が毎月上下があるのは、
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まさにおっしゃるとおりで、町内会から毎月何部

増えましたとか、何部減りましたとかと、移動が

あったところは連絡があります。それを集計しま

して、基本的には５０部ほど余裕分を設定した上

で毎月印刷部数を決めておりますので、部数に毎

月差があるということでございます。 

 広報協会の負担金につきましては、やはり広報

を発行するに当たって、いろいろな情報であると

か素材であるとか、そいうものも提供していただ

けますし、よその町の傾向であるとか、今こうい

う作り方があるとかという最新の情報も得ること

ができますので、やはり広報誌作成に当たって

は、非常に参考になる団体ですので加盟をさせて

いただいてございます。 

 次に、まずステッカーですが、バスとタクシー

でサイズを変えてございます。サイズも変えてご

ざいますし、柄も変えております。特にバスにつ

きましては、内部に乗った方はＱＲコードで「大

沼ップ」というアプリに連動できるような形のＱ

Ｒコードと、大沼の美しい自然の写真が見えるよ

うな形になって、外部から見たシールについて

は、遊びに来てね大沼公園というポロトポントの

キャラクターがついた、割と遠くから見ても見や

すいような柄にしております。タクシーについて

は、当然バスよりも窓のサイズが小さいので、そ

れに合わせて小さくしていますし、タクシーは割

と客待ちしているときに外のお客さんが近くで見

ることもあるというふうな判断から、表も裏も同

じような柄で設定してございます。 

 効果としましては、ステッカーを見たからと

か、バス、タクシーのステッカー見たからどうで

すよという反響は、うちには直接届いていません

けれども、やはり観光で来られる方、あと大沼交

通のシャトルバスにも貼っていますし、函館バス

の系統にも貼っております。なるべく多くの人が

乗るような系統を、函館バスについては函館バス

にお願いして、特に観光客の方が多く乗るような

系統を選んで貼っていただいております。効果は

あったのだろうと思っております。 

 また、併せまして、パンフレットも設置してお

いていただいております。交通機関の車内に設置

する以外に、駅であるとかフェリー乗り場である

とか空港であるとか、そいうところにもパンフ

レットを実は置いてございまして、何件かですけ

れども、函館駅でパンフレット見たのですけれど

もとか、空港でパンフレット見たのですけれども

ということで、移住・定住の相談のお電話が当課

に入った実績はございます。 

 以上でございます。 

○平松委員長 ほかに質問なければ終わります

が、よろしいですね。 

(「はい」と呼ぶ者あり) 

○平松委員長 それでは、質疑を終ります。 

 以上で、政策推進課に対する審査を終了いた

します。 

 政策推進課長、御苦労さまでした。 

 引き続き、税務課の審査を行います。 

 税務課長、御苦労さまです。 

 資料の事業決算書の具体的な内容について

は、特段の説明がない限り、「記載のとおり」

でよろしいです。 

 それでは、決算書及び提出資料に基づき説明

をお願いいたします。 

 税務課長。 

○佐藤税務課長 それでは、税務課所管の令和

３年度決算について御説明いたします。 

 共通様式ナンバー１、事業名、税務総務費で

す。まず最初に、事業の説明となりますが、税

務総務費につきましては、令和２年度まで税務

総務費（課税）と（納税）の二つの事業として

おりましたが、事業予算の整理に伴い、令和３

年度より税務総務費（納税）事業の内容の分

は、ナンバー３の事業名、徴収事務費に変更と

なっております。 

 それでは、税務総務費について御説明いたし

ます。当初予算額８８６万３,０００円、補正予

算額３９４万１,０００円、予算現額１,２８０

万４,０００円に対しまして、支出済額１,０３

５万４,７２３円、不用額２４４万９,２７７

円、執行率は８０.９％でございます。 

 特定財源の歳入は、税務手数料１４８万５,９

００円となっております。 

 補正予算、事業目的、主な支出は、記載のと

おりでございます。 
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 予算流用につきましては、委託料３万５,００

０円、オンライン会議への参加負担金３,０００

円が予算不足となり、計３万８,０００円を旅費

より流用しております。 

 ２２節償還金、利子及び割引料では、不用額

が１８８万５,７１８円となっておりますが、こ

ちらは過年度還付金の不用額となります。例年

ですと件数が多い町民税の修正申告による還付

等が発生した際に、町民の皆様への還付処理を

迅速に行うため見込額にて増額補正しておりま

したが、令和３年度は還付の件数、金額が少な

かったため、決算額が大きく下回ったことによ

る不用額となりますので、御理解願います。 

 続きまして、ナンバー２、事業名、賦課事務

費です。当初予算額６５１万４,０００円、補正

予算額マイナス７万７,０００円、予算現額６４

３万７,０００円に対しまして、支出済額６０２

万７,２９５円、不用額４０万９,７０５円、執

行率は９３.６％でございます。 

 補正予算、事業目的、主な支出は、記載のと

おりでございます。 

 不用額の多い項目は、１２節委託料が４０万

５,７６２円となっており、こちらは、給与支払

報告書等入力業務委託料の執行残でございま

す。委託した給与情報等の入力が終了し、委託

料が確定するのが３月末であるため、整理予算

での計上が困難でありますので御理解願いま

す。 

 続きまして、ナンバー３、事業名、徴収事務

費です。当初予算額６４７万２,０００円、予算

補正なし、予算現額６４７万２,０００円に対し

まして、支出済額６３１万６,４３３円、不用額

１５万５,５６７円、執行率は９７.６％でござ

います。 

 事業目的、主な支出は、記載のとおりでござ

います。 

 新規の項目といたしまして１８節負担金、補

助及び交付金の中に渡島・檜山地方税滞納整理

機構負担金１４３万円がございます。こちら

は、冒頭に御説明いたしました税務総務費（納

税）事業から移行したものとなります。 

 不用額の多い項目といたしまして、１１節役

務費の１１万３６８円は、口座振替及び郵便振

替手数料となり、下半期分の支払金額確定が令

和４年４月となったため、減額補正はしており

ませんので御理解願います。 

 ほか、過年度還付金として７,０００円を需用

費より流用しておりますが、こちらは過年度の

延滞金を還付したものとなります。 

 共通様式の事業決算別の説明は、以上となり

ます。 

 次に、当初要求のありました資料について御

説明いたします。 

 様式６、その他の契約でございます。 

 １行目の固定資産土地評価業務は、令和６年

度の評価替えのための業務で、資産評価の見直

し、評価額の解析を行い、既存システムに反映

させるものです。令和５年度までの債務負担行

為による３年契約となっております。 

 ２行目の住民税課税資料入力及びデータ変換

業務については、給与支払報告書等の紙による

資料を電子データとして入力し、確定申告シス

テム用データに変換するものです。契約内容

は、それぞれ記載のとおりとなっております。 

 次に、様式７、町単独補助金の状況でござい

ます。納税貯蓄組合が１３組合ございまして、

役場職員のみで構成される１組合を除いた１２

組合に継続事業として補助金を支出しておりま

す。一般会計分の補助金が２１万８,２５０円、

国民健康保険特別会計分の補助金額が８万１,５

００円となっております。 

 なお、この納税貯蓄組合制度につきまして

は、全組合の組合長と協議の結果、個人情報保

護に観点や組合員の高齢化などの理由により、

令和３年度をもって解散しております。 

○平松委員長 税務課長、ちょっとすみません。 

 暫時休憩をいたします。 

午後 ３時３６分 休憩 

───────────── 

午後 ３時３９分 再開 

○平松委員長 休憩前に引き続きまして、再開

をいたします。 

 税務課長より、皆さんにお話があります。 

 税務課長。 
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○佐藤税務課長 監査委員用の資料の説明を長々

と説明してしまいまして申し訳ありません。共通

様式以降の資料について説明させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

 様式３になります。令和３年度収入未済額の

状況となります。ナンバー１から順番に税目ご

とに書かれております。 

 次に、様式４になります。令和３年度不納欠

損処分の状況となります。これも、資料のとお

り税目ごとに書かれております。ナンバー１か

らナンバー６までございます。 

 それでは、決算審査提出追加資料について御

説明いたします。 

 １枚目が令和３年度徴収実績を一覧表でお示

ししておりますが、前年度との対比で御説明し

てまいりますので、ページをめくっていただ

き、２枚目の資料１を御覧ください。 

 上部枠外に記載のＡ欄は現年課税分、Ｂ欄は

滞納繰越分、Ｃ欄は合計となっております。税

目別に現年分、滞納繰越分を前年度と比較して

説明してまいります。 

 左側枠外に記載した番号２番は、個人町民税

になります。Ａ列、現年課税分の調定、収入は

ともに増加しており、徴収率は０.２ポイント上

昇し、９９.３％でございます。Ｂ列、滞納繰越

分の調定は減少、収入は増加しており、徴収率

は３.３ポイント上昇し、４４.８％でございま

す。 

 ３番は法人町民税になります。Ａ列、現年課

税分の調定、収入はともに増加しており、徴収

率は０.１ポイント上昇し、９９.９％でござい

ます。法人町民税が大幅に調定増となった理由

は、新型コロナウイルス感染症による経済停滞

が令和２年度の各企業の業績に大きな影響を与

えましたが、令和３年度については、全方位的

に落ち着き、国による各経済対策の効果などが

反映されたことと考えられます。Ｂ列、滞納繰

越分の調定、収入はともに減少しており、徴収

率は５.６ポイント下降し、４５.５％でござい

ます。 

 ５番、固定資産税の純固定資産税になりま

す。Ａ列、現年課税分の調定、収入はともに減

少しておりますが、徴収率は１.４ポイント上昇

し、９９.２％でございます。調定が減った主な

要因としては、令和３年度に評価替えが行われ

たこと、また新型コロナウイルス感染症関連の

支援策として事業収入が減少した中小企業及び

小規模事業者に対し、令和３年度のみ家屋及び

償却資産に係る固定資産税を減免する措置を

行っていることが要因となり、調定減に伴って

収入も減少しております。コロナ関連支援策と

して減免し減収となった固定資産税について

は、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収

補填特別交付金として全額補塡されており、４,

３２９万円の歳入となっております。Ｂ列、滞

納繰越分の調定、収入はともに増加し、徴収率

は１３.２ポイント上昇し、３３.６％でござい

ます。調定、収入が大幅に増加した理由は、令

和２年度に新型コロナウイルス関連対策とし

て、国の特例措置により徴収猶予となった固定

資産税のうち、納期限が令和３年６月以降に延

長され納付していただいた分が令和３年度滞納

繰越分の収入となるためでございます。この分

の金額としては、約１,５８１万円となっており

ます。 

 ６番、固定資産税の後納付金でございます。

官公庁が所有する固定資産に対し配分されるも

のですので、徴収率は１００％となり、未納は

ございません。 

 ７番は軽自動車税でございます。Ａ列、現年

課税分の調定、収入はともに増加し、徴収率は

変わらず９９％でございます。Ｂ列、滞納繰越

分の調定、収入はともに減少しましたが、徴収

率は３.６ポイント上昇し、３５.６％でござい

ます。 

 ８番、たばこ税でございます。Ａ列、現年課

税分の徴収率は毎年１００％となっております

が、値上げに比例した増税で、金額は増加と

なっております。 

 ９番は入湯税でございます。Ａ列の現年課税

分、徴収率は１００％となっており、令和２年

度と比べれば金額は僅かに増加しております

が、新型コロナウイルス感染症の影響により、

令和２年度が令和元年度と比べて大幅に減少し
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ており、令和３年度も継続して減少している状

況でございます。 

 １０番、令和３年度の合計でございます。町

税全体の徴収率ですが、一般税全体では、Ａ列

徴収率の一番下になります、現年課税分は０.７

ポイント上昇し、Ｂ列、滞納繰越分も９.７ポイ

ント上昇しており、Ｃ列、徴収率の合計は０.９

ポイント上昇の９７.５％でございます。 

 町税収入額の合計は３０億１,３３８万５,１

５６円で、前年度より５,５３２万２,８７６円

の増となっております。 

 続きまして、特別会計の国民健康保険税です

が、ページをめくっていただき、３枚目の資料

の上段を御覧願います。上段の一番下は、合計

欄となり、現年課税分の調定、収入はともに増

加しており、徴収率は０.６ポイント上昇し、９

６.６％でございます。滞納繰越分の調定、収入

はともに減少し、徴収率は３.１ポイント上昇

し、４１.５％でございます。国民健康保険税

は、現・滞合わせて、徴収率は１.７ポイント上

昇し、９２％でございます。 

 次に、認可保育所保育料ですが、同じページ

の中段を御覧願います。一番下の合計欄になり

ます。現年課税分の調定、収入はともに減少し

ており、徴収率は１.３ポイント上昇し、９９.

９％でございます。滞納繰越分の調定は減少、

収入は増加し、徴収率は１１.１ポイント上昇し

て、１７.８％でございます。認可保育所保育料

は、現・滞合わせて徴収率は３.２ポイント上昇

し、９３.２％となっております。 

 次に、町営住宅使用料と町営住宅駐車場使用

料ですが、同じページの下段を御覧願います。

町営住宅使用料の徴収率は、現年課税分０.４ポ

イント上昇し、９９.５％、滞納繰越分は６９.

５ポイント下降し、２７.６％でございます。町

営住宅駐車場使用料の徴収率は、現年課税分０.

３ポイント下降し、９９.１％、滞納繰越分は４

１.８ポイント下降し、５８.２％でございま

す。 

 続きまして、資料の４枚目から６枚目には、

町税の令和３年度における収納状況と、過去５

年間の推移及び徴収実績を掲載しております。 

 まず初めに、資料の４枚目の収納状況です

が、上段右端の収納率合計は０.９ポイント上昇

し、９７.５％となります。全体として、滞納繰

越分の町税の徴収率が９.７ポイント上昇してお

り、要因といたしましては、先ほど固定資産税

の部分で説明いたしましたように、令和２年度

に国の特例措置により徴収猶予となった町税の

納期限が令和３年６月以降に延長された分が滞

納繰越分となり納付いただいたことから相対的

に徴収率が上昇したものと思われます。しかし

ながら、それ以外の滞納繰越分は、一定の整理

が既に終了している分もありますので、今後も

徴収率は横ばいもしくは若干下がる傾向になる

と思われます。 

 次のページ、資料の５枚目は、近隣市町の実

績比較でございます。七飯町の徴収率は昨年度

のみ２位となりましたが、再び１位となってお

ります。 

 次のページ、資料の６枚目は、収入未済額、

徴収率の推移でございます。左側は国保税を含

まない表、右側は国保税のみの表となっており

ます。昨年度比の徴収率は、町税が０.９ポイン

ト上昇、国保税は１.７ポイント上昇となってお

ります。 

 続きまして、次のページ、資料の７枚目で

は、令和３年度に実施した差押えの種類及び金

額等を掲載しております。右端の一番下の合計

欄ですが、充当額は７６５万１,３２５円となっ

ております。今後の傾向としては、一定の滞納

者の債権整理が終了していき、差押え実績は低

下していくこととなります。 

 次のページ、資料の８枚目には、渡島・檜山

地方税滞納整理機構の委託内容と実績を掲載し

ております。七飯町分全体の欄を御覧願いま

す。 

 令和３年度では、１,４５９万４,７１５円の

引継滞納額に対し、８９８万９,６７５円の収入

実績となり、徴収率は６１.６％となっておりま

す。その他、記載はしておりませんが、延滞金

として２８１万１,４９５円の収入となってお

り、延滞金を含めた実績額は１,１８０万１,１

７０円となります。令和３年度の負担金合計額
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は２８６万円でありますので、負担金より８９

０万円以上多い収納となったところでございま

す。 

 次のページ、資料の９枚目は、滞納整理機構

の収入決算額の税目別の状況と収入率となって

おります。 

 以上で、税務課所管分の説明を終わります。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○平松委員長 ありがとうございました。 

 これより、質疑を行います。 

 副委員長。 

○若山副委員長 徴収率が非常に高いので安心し

て聞いていられたのですけれども、資料も見方だ

け一つ教えてください。 

 後ろのほうから数えて、３枚目になるのですか

ね、令和３年度差押え種類及び金額という資料が

あって、預金、貯金で１５４件、差押え額が２,２

１２万６,８３２円とあるのですけれども、充当額

のほうを見ると４５９万４,７３１円というのは、

差押え額は２,２００万円あったけれども、税金の

押さえたのは４５９万４,０００円ということでよ

ろしいわけですか。そのほかは開放するという

か、当町が取るものがないというか、抑えた金額

と実際に充当する対象額のあれがこれだという、

そういうふうに給与にしても、年金にしても、生

命保険にしても、そういうふうに見ていけばいい

ということでよろしいのかどうかだけ教えてくだ

さい。 

○平松委員長 税務課長。 

○佐藤税務課長 若山委員のおっしゃるとおり、

左側の種類と件数、金額があるところが実際に預

金、貯金を差し押さえた額となりまして、充当額

のほうがその中から未納の税金に充当した額とな

りますので、そのとおりでございます。 

 以上です。 

○平松委員長 ほかにありませんか。 

 上野委員。 

○上野委員 ちょっとお伺いしたいのですけれど

も、まず徴収未済額の件に関してですけれども、

令和３年は１,０５６万円の収入未済額があったと

いうことですが、滞納金徴収の取組状況について

分かるように説明いただきたいのですけれども。 

 従来、例えば徴収員が徴収したり、今回は滞納

整理機構への依頼が非常に増えて、６２６件も令

和３年は整理機構に依頼しているというようなこ

とになっておりますけれども、実態といいますか

どういう状況になっているのか。特に整理機構へ

の依頼の条件というのはあるのかどうか、その辺

について１点目お伺いします。 

 ２点目です。住宅使用料に関して、１件だけ７

６万１,８００円という滞納がありました。これの

これまでの滞納の年数の実態だとか、今後の対応

だとか、今後もしようがないということになるの

か、その辺について２点目にお伺いしたいと。 

 それから、不納欠損するわけですけれども、ど

ういう条件で不納欠損というのはされるのか、こ

れについてお伺いします。 

○平松委員長 税務課長。 

○佐藤税務課長 それでは、１点目の質問に対し

てですけれども、徴収の仕方についてということ

で、まずは納期限を過ぎても納付がない場合は督

促状、それから、その次の段階として催告書を送

付いたします。それから、その後に何も連絡がな

いだとか分納の連絡とか納付の相談がない場合

は、本人の預貯金だとか、差押えの閲覧表にあっ

たように、財産があるかどうか確認しまして、差

押えしますよという予告の通知を出しまして、御

本人から納付があれば差押えはしないのですけれ

ども、何も連絡もなくずっと未納になっている状

態になれば、差押えに着手するという形になりま

す。 

 滞納整理機構のほうに移管している分になるの

ですけれども、町のほうでも手を尽くして財産を

調べて、差押えできるところまで差押えしたけれ

ども、その後、もう何も差押えるものもなくて、

本人と連絡を取っても全然払ってもらえないとい

う悪質なものに対して、滞納整理機構に移管する

としております。 

 ２点目なのですけれども、住宅使用料の未納に

なるのですけれども、基本的に住宅使用料を払っ

てもらえないということになれば、最終的には退

去してもらう形になりますので、そういうことを

事前によく入居者とお話をして、出ていかなくて

もいいようにということでなるべく払ってもらう
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のですけれども、全く連絡をしても全然応答がな

かったり、差押えするものもなくて住宅料に充当

もできないということになれば、最終的には退去

してもらうという形になると思います。 

 不納欠損について、不納欠損の条件が地方税で

定められているのですけれども、２種類ありまし

て、先ほど不納欠損のところでちょっと触れたの

ですけれども、地方税法第１５条の７の４項とい

うのがありまして、滞納処分の執行停止してから

３年継続するものと、地方税法１５条の７という

のがありまして、滞納処分の執行停止に係る即時

消滅というのがあります。内容としましては、滞

納者に財産がない場合、それから生活困窮な場

合、あと居所、財産が全く不明な場合の滞納者が

該当になります。 

 生活困窮というのが、七飯町の内部で基準を定

めておりまして、法に基づいて事務処理をする職

員が分かりやすいように平成２９年に基準をつ

くっておりまして、生活困窮というのもいろいろ

な広い意味で捉えられるものですから、国の国税

徴収法の基準にものっとって町の中で基準を定め

ているのですけれども、生活保護を受給されてい

る方、それから滞納処分を執行することによっ

て、滞納者が生活保護の適用を受けなければ生活

を維持できない程度の状態になるおそれがある場

合、それと滞納処分を執行することによって、当

町の滞納処分を契機としてほかの債権者の権利実

行により債務超過が、今まで分からなかった債務

が明らかになって廃業または破産を余儀なくさせ

るような状況になってしまう場合が、生活困窮と

いう形で不納欠損の条件としております。 

 以上でございます。 

○平松委員長 よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

(「なし」と呼ぶ者あり) 

○平松委員長 それでは、質疑を終わります。 

 以上で税務課に対する審査を終了いたしま

す。 

 税務課長、御苦労さまでした。 

 暫時休憩をいたします。 

午後 ４時０１分 休憩 

───────────── 

午後 ４時０３分 再開 

○平松委員長 休憩前に引き続きまして、再開

をいたします。 

 お諮りいたします。 

 本日予定していた審査は、全て終了いたしま

した。 

 本日は、これをもって終了したいと存じます

が、これに御異議ございませんか。 

(「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○平松委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、本日は、これをもって終了いたしま

す。 

 御苦労さまでした。 

午後 ４時０３分 散会 
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